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第１９回西和賀町議会予算審査特別委員会 

 

令和８年３月６日（金） 

 

 

午前 ９時３０分 開   会 

委員長 皆さん、おはようございます。予算審

査特別委員会委員長に選任されました髙橋義

彦です。定められた日程内に審査が終了でき

るように努めてまいりますので、皆様のご協

力をお願いします。 

  出席委員数は全員であります。会議は成立

をしております。 

  ただいまから令和８年度西和賀町各会計予

算についての予算審査特別委員会を開会しま

す。 

  次に、内記町長より提出されております説

明員は、着席のとおりでありますので、氏名

の呼称は省略いたします。 

  会議の前に、委員及び執行機関の皆様にお

願いをしておきます。委員各位におかれまし

ては、質問する内容についてはあらかじめ調

べられておることと思いますが、各課の審査

の冒頭で担当課長より歳入歳出予算の概要説

明を受けて審査していきます。 

  審査は、各課ごとに行い、各課ごとの一般

会計の質疑に関し、歳入については一括で、

歳出についてはページごとに進めていきます。

一方、特別会計などの一部の会計については、

歳入歳出とも一括して質疑を受け付けますの

で、よろしくお願いいたします。 

  本特別委員会では、質問の回数制限を設け

ませんが、回数や金額といった数字のみを問

うようなもの、あるいはただ単に事業の内容

を問うもの、また予算に計上されていない事

業の質問についてはご遠慮願います。一般質

問にならないように、十分質疑を尽くしてい

ただきたいと思います。 

  また、タブレット端末を使用してペーパー

レス化に取り組んでおりますので、質問者、

答弁者とも質問、答弁する資料とページを明

確にしてから発言するようにお願いいたしま

す。あわせて、質問者、答弁者は、簡潔明瞭

にお願いいたします。 

  特別委員会に出席した説明員の答弁に当た

っては、課長代理まで答弁できることとして

おりますが、答弁する説明員は挙手し、当職

の許可を得てから答弁するようにしてくださ

い。 

  初めに、特別委員会の日程について配付の

とおりで、本日から３月11日までの審査日程

で終えるようにしたいと思いますが、この際

委員各位にお諮りいたします。この日程で進

めることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  なお、あらかじめ申し上げておきますが、

最終日に行う総括質疑に当たっては、複数の

課にわたる予算に関する質疑、複数の会計に

関係する質疑及び全体を通しての総括的な質

疑を許すこととします。このため、各課ごと

の際に質問し忘れた、再度確認したいなどの

理由による質問は、これを認めませんので、

ご協力お願いいたします。改めて、委員各位

と執行機関の皆様の議事進行に対するご協力

をお願いいたします。 

  それでは、審査に入ります。 

  初めに、町民課の審査を行います。町民課

が所管するのは、２款総務費、３款民生費、

４款衛生費であります。町民課長から予算の

概要説明を求めます。 
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  町民課長。 

町民課長 本日の予算審査、どうぞよろしくお

願いをします。町民課で所管する事務は、大

別すると光放送、交通防犯、住基、戸籍、火

葬場、ごみ、し尿処理、庁舎管理になります。 

  それでは、着座にて説明を続けます。それ

では、説明を続けますが、主に町民課抜粋の

予算書に沿って概要を説明します。なお、本

年度の予算額と比較し、差額の大きい事項の

説明を加えながら説明をしていきます。 

  初めに、歳出から説明いたします。５ペー

ジをお開きください。２・１・５財産管理費

は、庁舎の維持管理、公用車の維持費用とな

ります。庁舎、公用車とも適正に事務執行し

ていきたいと考えております。なお、前年度

との差額の主なものは、令和８年度は公用車

２台分の車検費用が追加になっており、増と

なっているものです。 

  ６ページです。２・１・６企画費ですが、

光放送に関する経費で、適正に事務執行して

いきたいと考えております。事業の詳細につ

いては、予算説明書に記載してあるとおりで

す。 

  ７ページです。２・１・７交通安全対策費

は、交通安全に関する経費で、交通指導隊、

交通安全協会沢内支会、湯田支会、その他の

関係団体とも連携し、適正に事務執行してい

きたいと考えております。なお、前年度との

差額の主なものは、交通指導車の車検整備費

用の減などによるものです。 

  ８ページです。２・３・１戸籍住民基本台

帳費は、住民票等の発行に伴う窓口業務に関

する経費ですが、適正に事務執行していきた

いと考えております。なお、前年度との差額

の大きなものは、令和８年度事業で町内２郵

便局において、マイナンバーカードの電子証

明書の更新業務を委託しようということで考

えているわけですが、その関連経費とシステ

ム標準化に伴う戸籍附票システムの関連経費

で増額になっているわけですけれども、令和

７年度事業にて戸籍総合クラウド化事業等の

完了に伴い、結果として減になっているもの

です。 

  10ページです。３・１・１社会福祉総務費

は、人権擁護、消費者行政、遺族会などに関

する経費で、いずれも適正に事務執行してい

きたいと考えております。 

  12ページです。３・１・４防犯対策費は、

防犯に関する経費で、防犯協会、防犯隊とも

連携し、適正に事務執行していきたいと考え

ております。 

  13ページです。３・４・１国民年金事務費

は、国民年金事務に関する経費で、適正に事

務執行していきたいと考えております。 

  続いて、４・１・２予防費は、狂犬病の予

防接種に関する経費で、適正に事務執行して

いきたいと考えております。 

  14ページです。４・１・３環境衛生費は、

火葬場に関する経費で、適正に事務執行して

いきたいと考えております。 

  ４・１・４公害対策費ですが、環境施策に

関する経費で、適正に事務執行していきたい

と考えております。なお、前年度との差額の

大きなものは、令和７年度事業で地球温暖化

対策実行計画策定業務が完了することによる

減によるものです。 

  ４・２・１ごみ処理費は、ごみ処理に関す

る経費で、適正に事務執行していきたいと考

えております。なお、前年度との差額の大き

なものは、さきの12月定例会にて契約議案を

上程し議決を得ました、沢内地区を巡回する

じんかい車の取得費用の増によるものです。

事業の詳細については、予算説明書に記載し

てあるとおりです。 

  16ページです。４・２・２し尿処理費は、

し尿処理に関する経費で、適正に事務執行し

ていきたいと考えております。 

  次に、歳入についてご説明いたします。３
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ページをお開きください。16・２・１・２戸

籍住民基本台帳費補助金の減は、令和８年度

事業でマイナンバーカード電子証明書の郵便

局への委託費の増などがありますが、令和７

年度事業で社会保障・税番号制度システム、

戸籍住民基本台帳整備費などの事業が完了し

たことから、結果として減額となっているも

のです。このほか各種歳入を充当しながら事

務執行していきたいと考えているところです。 

  以上で町民課が所管する当初予算について

の概要説明を終了します。よろしくお願いを

します。 

委員長 町民課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に

関する質疑を一括で許します。質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関しページごとに審査を

進めます。 

  ５ページ、６ページ、質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、７ページ、８ページ、９ページ、

10ページまで。 

  髙橋敏樹委員。 

５番  郵便局電子証明書更新業務委託料…… 

委員長 ページ数を。 

５番  10ページの郵便局電子証明書更新業務

委託料についてなのですけれども、２郵便局

ということでしたけれども、町内５郵便局あ

るわけですが、どちらで手続できるかという

ことと、選定の根拠を教えていただきたいと

思います。 

委員長 町民課長。 

町民課長 まず、町内には５局の郵便局があり

ますが、更新作業を委託するのは、湯本温泉

郵便局と川舟郵便局になります。 

  それで、なぜ２局にしたかということです

けれども、理由としては総合的に判断したと

いうことになるわけですが、大きくはやっぱ

り財政面です。今回郵便局に委託するに当た

って、国の財政支援を得られるわけですが、

当然導入した機器は陳腐化していきますので、

更新する際に、それらの国の財政支援がどの

ようになるかというのが現時点で見通しがで

きなかったということを踏まえ、その上で役

場庁舎への距離の平準化を図るということで、

旧町村単位の役場からそれぞれ一番遠いとこ

ろ、つまり湯田庁舎でいうと湯本温泉郵便局、

それから沢内庁舎でいうと川舟郵便局という

ことになるので、その２局に選定したという

ことです。 

  以上です。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  ７ページ、交通指導員設置事業につい

てですけれども、現状で欠員等は生じていな

いのか、またこれまでの経緯からして、もし

欠員が生じたようなときの補充について課題

等がないのかお伺いします。 

委員長 町民課長。 

町民課長 交通指導員についての欠員の状況で

すけれども、現在は欠員が生じておりません。 

  それから、今後の欠員が生じた場合の補充

ということですけれども、これは交通指導員

に限ったことではありませんが、やはり高齢

化ということがありますので、そういったと

ころが課題だなというふうには認識しており

ます。 

  以上です。 

委員長 刈田敏委員。 

１１番 先ほどの郵便局なのですけれども、財

政面で総合的に判断したということでしたけ

れども、利便性からいくと、やっぱりその辺

は考慮していかなければいけないこともある

のではないかと思いますけれども、今後に関

しても追加、５局のうち２局でずっとやって

いこうという考えなのか、その辺をお伺いし

ます。 

委員長 町民課長。 
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町民課長 現状では、２局でやっていこうとい

う考えです。というのも、先ほど言ったとお

り、国の補助金の関係が見通せないと。現状

では、国の補助金使えるわけですけれども、

例えば次年度以降、来年度使えるのかといっ

たことも現時点で見通せないものですから、

取りあえずは２局でやっていくという考えで

ございます。 

  以上です。 

委員長 刈田敏委員。 

１１番 予算的なことで、追加になることも視

野にあるということですか。確認しておきま

す。 

委員長 町民課長。 

町民課長 この場で断言はできませんけれども、

例えば郵便局での取扱いを増やしてほしいだ

とか、町民の声もある程度ニーズをつかみな

がら、その辺は対応していくことも検討した

いとは思いますけれども、現状ではいずれ２

局でということで考えているところです。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、11ページ、12ページ、質疑

ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 13ページ、14ページ、15ページ、16ペ

ージ、質疑ございませんか。 

  髙橋宏委員。 

８番  私からは、14ページのごみの処理の総

務費についてですけれども、この中といいま

すか、ごみ処理においてのごみ袋についてな

のですけれども、以前ごみ袋の見直しについ

て中部広域行政組合のほうで不燃ごみの処理

施設が更新になる令和８年当初をめどに更新

するというような答弁をいただきました。不

燃ごみの処理施設のほうは、いろいろな事情

があって令和８年度にはできないようですけ

れども、ごみ袋の見直しについて令和８年度

されるのか、お伺いいたします。 

委員長 町民課長代理。 

町民課長代理 質問ありがとうございます。今

令和８年の見直しというお話がありましたけ

れども、以前のご質問で確かに岩手中部の不

燃ごみ処理施設が稼働の時期に合わせて見直

しというようなお話をさせていただきました。

令和８年度においてのごみ袋の見直しという

のは、基本的にはうちの公衆衛生組合さんと

か、そういったところと協議を進めながらや

っているものですけれども、その中でまだ話

題にはなっていないということもございまし

たので、８年度の見直しについては考えてい

ないところです。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  公衆衛生組合では話題になっていない

ということでしたのですけれども、最初導入

した際に、いろいろ袋が裂けやすいというよ

うなことで見直しされたと思います。その後、

今改良された袋だと思うのですけれども、実

際使っている中では、特に冬場の寒い時期な

ど、ちょっと角張った物なんか入った場合に

裂けやすいというようなことが見られるよう

な気がします。同じく、先ほど言いました中

部のほうである、例えば北上市の知り合いな

んか聞いた場合に、袋使っていてそういうふ

うな感想というか、切れやすいというような

ことはないというふうに聞いているのですけ

れども、北上地区とごみ処理施設で統合して

いるという中で、袋も同じ業者、同じものを

使用しながら、表のプリントは変えなければ

いけないのでしょうけれども、同じような袋

を使ったほうが効率的ではないかというよう

なふうに思うのですけれども、その辺の検討

も今のところはしていないということなので

しょうか。 

委員長 町民課長代理。 

町民課長代理 ごみ袋の、近隣で言いますと北

上市、それから岩手中部だと花巻、遠野もご
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ざいまして、袋の統一化というか、そういっ

たすり合わせ等はまだ検討はしておりません。

特にも不燃ごみの処理施設の建設に当たって

なので、ごみの種類の統一とか、そういった

ところは進めていたのですけれども、そこの

部分についてはまだ検討しておりませんでし

たので、この後もごみのすり合わせはまだま

だ続いていくのですけれども、その中でこち

らからの提案で話題にするということもあり

得ますので、ご指摘のとおり、検討の中にち

ょっと含めておきたいなというふうには思い

ます。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  16ページ、ごみ処理事業のごみ収集車、

じんかい車の更新ですけれども、今回の計画

では沢内地区、平成24年度導入で43万8,000

キロということですけれども、町全体とする

と湯田、沢内、それぞれに１台ずつの体制な

のかということ、それから湯田のほうについ

ては現状で何年程度たって、どのぐらいの距

離を走って、今後何年後ぐらいの更新のめど

としているのかお知らせ願います。 

委員長 町民課長代理。 

町民課長代理 ご質問ありがとうございます。

今じんかい車、いわゆるパッカー車と呼ばれ

ているものですけれども、そちらのほうは町

内には３台ございます。湯田、沢内地区、そ

れぞれに１台ずつ配備されておりまして、か

つて使っていた１台を予備車両として沢内清

掃センターのほうに保管して、車検とか修理

とかのときに予備車両として対応しておりま

す。 

  ご質問のありました湯田地区のじんかい車

につきましては、２月末時点で34万2,000キ

ロほど走行しておりまして、平成25年の登録

といいますか、購入という形で運用しており

ます。ちなみに、沢内地区のほうについては、

さきにご案内していたとおり、平成24年に、

１年前に購入していたものになります。 

  その後の湯田地区の更新に当たりましては、

やっぱり年数も経過しておりますし、走行距

離も、そのとおりかなりの距離を走っており

ます。車自体は、丁寧に扱っていただいてい

るので、長もちはしているところですけれど

も、早い段階での購入をというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上です。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  ありがとうございます。もう一台の予

備車があるということ認識しましたけれども、

予備車については何キロぐらいと、予備なの

で、あまり年式にはこだわらないのかもしれ

ませんけれども、含めて年式、距離数等々を

教えていただければありがたいです。 

委員長 町民課長代理。 

町民課長代理 すみません、走行距離について

は、ちょっとこちらでも把握していた資料が

すぐ出てこないもので、申し訳ございません

が、予備車の購入時期が平成13年度に購入し

ていたものでしたので、取り急ぎそこの部分

だけお答えいたします。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  16ページの電池処理の業務委託料につ

いてなのですけれども、最近各地でモバイル

バッテリーの事故の発生が言われております

けれども、当町で電池処理について特別に町

民に喚起していくのか、それとも処理方法に

ついて特別に分別していくというような方針

があるのかお伺いします。 

委員長 町民課長代理。 

町民課長代理 ありがとうございます。私ども

の電池処理に関して言いますと、令和６年度

から電池、ボタン電池も含めて回収しますと

いうふうにご案内しております。その中では、

リチウムイオン電池のほうについても、回収

について特段の指導というか、そういったも

のはしておりません。というのは、うちのほ

うの電池の回収に当たっては、基本的に電池
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は電池と、危険物として別で回収しているの

で、ほかの事案でよく火災とかの事案である

ように、パッカー車の中で圧縮されるとか、

そういった事案がないので、基本的には皆さ

ん通常の電池だけというような形でごみを出

していただければというふうにごみ収集は行

っているところです。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  町内でそういうふうに回収されていっ

て、中部のほうで最終のところでは特にまた

分別してということで、処理の仕方に関して

事故が起こるような状態ではないというふう

に理解していいのでしょうか。 

委員長 町民課長代理。 

町民課長代理 現時点では、岩手中部のほうに

持っていっているわけではなくて、今のとこ

ろまだ西和賀町内の清掃センターのほうに保

管してある形で、たまって、そのときが来た

ら処理業者のほうに委託するような形に考え

ておるところです。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  念のための確認ですが、今の電池収集

の枠の中で、モバイルバッテリーも既に回収

していただけるということか、ちょっと意外

と周知があれなのかなと思いますので、確認

お願いします。 

委員長 町民課長代理。 

町民課長代理 そのとおりで、モバイルバッテ

リーの形としますとリチウムイオン電池とい

うことで、その中で含んでいますので、回収

しないというわけではございませんので、大

丈夫です。 

  先ほど真嶋委員さんのほうからご質問のあ

りました予備車の走行距離についてですけれ

ども、40万2,000キロほど走っている形にな

ります。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  そうしますと、場合によっては、次年

度以降で更新するときというのは、地区割当

てをしているものをそのまま更新していくの

か、今使用しているものを予備に回してとい

うような、そういう検討もあり得るというこ

とでしょうか。 

委員長 町民課長代理。 

町民課長代理 現状の予備車が、先ほど申し上

げたとおり平成13年の導入のものですので、

機械的にももうかなり古くなっているという

ことで、現在湯田、沢内地区で使っている車

両のほうがまず平成24、25ということなので、

比較的新しいものです。整備のほうもしっか

りやっていますので、そのうちのどちらかの

車両を予備車として残していきたいというふ

うに考えております。 

委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等

ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいた

します。 

  これで町民課が所管する一般会計の審査を

ひとまず終わりたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで町民課への審査をひとまず終了し、

次の総務課の審査に移るため、10時30分まで

休憩いたします。 

午前１０時０１分 休   憩 

午前１０時３０分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を始めます。 

  続いて、総務課の審査を行います。総務課

が所管するのは、２款総務費、４款衛生費、

９款消防費、13款諸支出金であります。総務

課長から予算の概要説明を求めます。 

  総務課長。 

総務課長 おはようございます。総務課の令和

８年度予算審査、よろしくお願いいたします。
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それでは、総務課の令和８年度当初予算の概

要について、令和８年度一般会計予算歳入歳

出明細書に基づき説明をさせていただきます。 

  初めに、歳出について説明いたします。歳

入歳出明細書の５ページからになります。総

務課所管予算については、経常的な経費が主

なものになりますが、前年度から内容や金額

が変わった部分などの概要について説明をし

たいと思います。 

  ６ページを御覧いただきたいと思います。

２款１項１目一般管理費、総務事務費では、

１節報酬になりますけれども、会計年度任用

職員１名分が増額となっております。新たに

雇用する事務員には、公有財産台帳の整備更

新の業務をお願いするものでございます。 

  ７ページ、13節使用料及び賃借料に電子入

札コアシステム賃借料48万円、電子入札シス

テム使用料213万6,000円、また８ページ、18

節負担金、補助及び交付金に入札参加資格申

請受付システム共同利用負担金132万円を計

上しています。令和８年度は、入札参加資格

に係る名簿の更新の年となることから、入札

参加資格申請受付システム共同利用負担金は、

昨年度より増額となっております。 

  ５目財産管理費は459万2,000円の減額とな

っておりますが、その主なものは財産管理費

の公共施設等総合管理計画の改定業務委託料

の減額と、公用車管理費、湯田の公用車の購

入の減額が主なものとなります。 

  次に、９ページを御覧ください。６目企画

費、まちなか交流館管理費345万4,000円です

が、光熱水費のほか、10ページ、維持管理業

務委託料195万7,000円などを計上しておりま

す。なお、令和８年度の除雪業務委託料につ

いても昨年同様に、今シーズンの実績や天気

の長期予報などを参考にした上で、９月議会

での補正予算を予定しております。事業の詳

細は、予算説明書12ページ上段に記載してお

りますので、ご確認いただきたいと思います。 

  行政情報化推進事業9,099万2,000円の主な

ものでございますが、12節委託料の西和賀町

ＤＸアドバイザー（ＣＩＯ補佐）業務委託料

523万8,000円は、自治体ＤＸの着実な推進と

職員のＩＴリテラシーの向上を図るため、専

門知識や経験を有する外部の専門業者にＤＸ

アドバイザー業務を委託するものです。財源

は、委託料の７割に当たる特別交付税を見込

むものでございます。 

  また、ネットワーク機器更新業務委託料

703万9,000円、ガバメントクラウド運用管理

補助者業務委託料268万1,000円、13節使用料

及び賃借料、11ページになりますけれども、

クライアントパソコン賃借料1,529万1,000円、

内部情報系無線ＬＡＮ機器等賃借料 254万

8,000円、ブラウザ分離環境機器賃借料499万

4,000円、内部情報システム使用料1,209万円

など、主な委託料、賃借料を挙げましたが、

これらは役場の庁内ネットワークで使用して

いる機器及びシステムの維持等に係る関連経

費を見込んでおります。なお、今年度デスク

トップパソコンからノートパソコンに更新し

ました。更新により持ち運びが可能となり、

今日も持参しておりますけれども、業務の効

率化やペーパーレス化の促進が図られてきて

おります。 

  生成ＡＩシステム使用料133万1,000円は、

行政サービスの効率化と業務負担の軽減を目

的に令和８年度から導入するものです。具体

的には、文書の作成や校正、アイデア出し、

会議録などの文字起こしに活用したいという

ふうに考えておるところでございます。 

  ８目自治振興費、地域づくり推進事業

3,781万7,000円の主なものは、ちょっと12ペ

ージになりますけれども、令和８年度は地域

づくり計画支援員業務委託料80万円というこ

とで、２地区分を計上しております。地域づ

くり計画に対する町の支援策としては、現在

地域づくり計画を作成した場合に一括交付金
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５万円を地域づくり組織に追加交付すること

としておりますが、計画策定後の実施段階で

の支援も重要となってきております。計画実

施のための地域での話合いの促進や、計画に

掲げた具体的な取組の着実な実行をする地域

に地域づくり計画推進員を配置することにし

ているものでございます。 

  北部活性化拠点施設実施設計業務委託料

720万4,000円は、町北部の活性化を目指して、

貝沢、若畑区では地域が主体となり話合いと

取組が進められてきており、令和８年度は北

部活性化拠点施設整備に向けた実施設計業務

委託料を計上するものでございます。 

  次に、集落支援員管理業務委託料529万円

は、持続的な地域運営に向けた話合いを進め

る役割を担う地域専属の集落支援員を地域づ

くり組織ごとに配置するための委託料になり

ます。令和８年度は、１地区分を見込んでお

ります。18節負担金、補助及び交付金の地域

づくり組織一括交付金は、昨年度と同規模の

予算額となってございます。 

  地域活動活性化推進事業費補助金50万円は、

北部活性化推進委員会が実践している北部地

区の活性化の活動に対する支援を行うもので

す。事業の詳細は、予算説明書12ページ下段

に記載しておりますので、確認をいただきた

いと思います。 

  次に、コミュニティ助成事業380万円は、

一般財団法人自治総合センターからの助成を

受けて事業を実施予定をしている町内２つの

地域づくり組織に対する補助金になります。 

  集落支援センター運営事業3,200万4,000円

は、集落支援員６名分に係る人件費や、支援

員が業務で使用している携帯電話、支援セン

ターのＷi―Ｆi の通信料、活動車両の借上

料などを合わせて計上してございます。昨年

度より予算が増額となっているのは、人事院

勧告により報酬の増額が主なものとなります。

コミュニティ助成事業と集落支援センター運

営事業の詳細については、予算説明書13ペー

ジに記載しておりますので、ご確認いただき

たいと思います。 

  次に、13ページを御覧ください。９款１項

１目非常備消防総務費175万4,000円の増額は、

令和８年度消防操法競技会が行われるため、

その関連経費と、消防団員用のポロシャツ購

入が主なものであります。 

  14ページ、消防設備管理費の10節需用費の

修繕料118万円は、消防車両10台分の車検、

修繕料を計上しております。 

  ２目常備消防費２億5,214万円は、北上地

区消防組合分賦金となります。 

  ３目消防施設費2,153万8,000円の減額は、

前郷地区の消防屯所建設分が主なものです。 

  15ページ、消防ポンプ自動車購入事業

3,666万7,000円は、西和賀町消防団第３分団

第２部、地区で言うと新町になりますけれど

も、が使用している消防ポンプ自動車の更新

に係る経費を計上しております。消防ポンプ

自動車購入事業の詳細は、予算説明書14ペー

ジに記載しておりますので、ご確認いただき

たいと思います。 

  ４目防災対策費533万8,000円の減額は、岩

手県、県内消防機関、県内消防本部、県内市

町村で共同運用している岩手県防災行政情報

通信ネットワークの更新が完了したことに伴

うものです。 

  続いて、歳入について説明いたします。主

な歳入について説明いたします。２ページを

お開きください。16款国庫支出金、総務管理

費補助金、デジタル基盤改革支援事業費653

万4,000円は、町民課の歳出になりますが、

２款３項１目戸籍住民基本台帳の戸籍附票シ

ステム標準化対応業務委託料に対して10分の

10の補助金になります。新しい地方経済・生

活環境創生交付金385万2,000円は、歳出の北

部活性化拠点施設実施設計業務委託料及び地

域活動活性化推進事業費に対して２分の１の
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補助金になります。 

  ３ページ、22款諸収入、自治総合センター

コミュニティ事業助成金は、歳出のコミュニ

ティー事業の助成金になります。 

  23款町債、１目総務債720万円は、地域づ

くり推進事業の財源として地方債、辺地債を

見込むものです。 

  ６目消防債3,600万円は、消防ポンプ自動

車購入事業の財源として地方債、緊急防災・

減災事業債を見込むものです。 

  以上で総務課に係る予算概要の説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

委員長 総務課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に

関する質疑を一括で許します。質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  私からは、３ページの旧東大野公民館、

ふるさと館の売電代として1,000円計上され

ていますけれども、これは前年度の売電代の

実績を見込んでの予算計上ということなので

しょうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  ３ページ、22款４項１目雑収入の旧東大野

公民館（ふるさと館）の売電代1,000円のご

質問でございますけれども、これは実績に基

づくものではございません。毎年頭出しで

1,000円出させてもらっていまして、その年

の天候状況によって、太陽光発電、あそこに

設置されていますので、状況変わってきます

ので、頭出しということで1,000円の今回予

算計上させてもらっているというような内容

でございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関しページごとに審査を

進めます。 

  ５ページ、６ページ、質疑ありませんか。 

  真嶋実委員。 

２番  ６ページの総務事務費の報酬ですけれ

ども、もう先ほど説明があったようですが、

１名増で公有財産等の管理ということですが、

昨年までと業務の変わった部分というのはど

ういうところなのか教えてください。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  ご質問は、６ページということで、総務事

務費の事務員ということになりますが、報酬

についてお答えしたいと思います。 

  この増額でありますが、新たに会計年度任

用職員１名分をまず計上してございます。事

務員の業務内容でありますけれども、昨年、

令和７年11月の定期監査の際に監査委員のほ

うから、公有財産台帳の固定資産について、

皆さん御覧いただいていると思いますけれど

も、定期監査報告書の記載に財産の増減、異

動に関する処理について対応するよう指導を

受けてございます。このことから、業務補助

員を雇用して台帳の整備及び更新作業をしよ

うとするものでございます。通常業務では、

ちょっとなかなか職員の体制では難しいもの

ですから、会計年度任用職員を採用して対応

していきたいということになりますので、現

在１名会計年度おりますけれども、もう一人

ということで２名になるという体制で対応し

たいということでございます。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  すみません、今の会計年度任用職員の

ところで、これは台帳の整理が終わったら、

ひとまずそれだけでお仕事は終わりという、

そういう認識でいいのでしょうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  基本的には、そういう考えで思っています。

ただ、件数が物すごく多いものですから、約

１万4,000件ぐらいのチェックということに
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なりますので、まず進捗見ながら対応させて

いただきたいと思います。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、進めます。７ページ、８ページ、

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。９ページ、10ページ。 

  唐仁原俊博委員。 

６番  10ページです。先ほど課長からの説明

でもちょっと触れていましたけれども、西和

賀町ＤＸアドバイザー（ＣＩＯ補佐）業務委

託料のところで、これ、これまでも取り組ま

れてきたことかと思いますが、自治体ＤＸに

関して見識を深めるということだと思います。

今年度と来年度、内容の違いは出てくるのか、

それから今後の展望を伺いたいです。 

委員長 総務課長。 

総務課長 西和賀町ＤＸアドバイザー（ＣＩＯ

補佐）業務についてお答えをしたいと思いま

す。 

  本業務は、町のＤＸの着実な推進と職員の

ＩＴリテラシーの向上等を図るため、専門知

識や経験を有する外部の専門業者にＤＸアド

バイザー業務を委託するものです。令和６年

度は、７月から実施しております。令和７年

度も実施しましたし、８年度も引き続き実施

しようとするものでございます。 

  業務内容につきましては、専門家の立場か

らＣＩＯ、最高責任者である副町長や職員に

対して国や県、他市町村の動向を踏まえて、

ＤＸに関する助言や情報提供を行うこと、ま

たあとワーキンググループの開催支援を想定

してございます。 

  令和７年度の実績としては、ＤＸ研修会と

してペーパーレス化に向けた会議と研修会を

４回ほどして実施しております。ＤＸに関す

るワーキンググループについても９回開催し

ておりまして、ワーキンググループの準備や

進行、あと窓口体験調査の実施について支援

を今回はしてもらってございます。このほか

ＣＩＯ、副町長とＤＸに関する意見交換や、

担当者と毎月４回の定例会の開催をして、Ｄ

Ｘに関する情報提供や意見交換、また他自治

体への視察研修の実施などについて支援をい

ただいております。令和８年度も同様の支援

を予定しているというところでございます。 

  今後の展望ということでございますが、町

のＤＸを進めるためワーキンググループの内

容を充実させ、町の情報発信についてもワー

キンググループを設置してデジタル化を活用

した情報発信の強化について、また支援をい

ただきたいというふうに考えているところで

ございます。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  ありがとうございます。想定していた

よりも、かなり充実しているといいますか、

いろいろ行われているのだなというのが率直

な感想なのですけれども、内部でどういうふ

うな検討がされているのかというのが、なか

なか住民の側には形になるまで見えてこない

のかなと思っていまして、この事業としては

委託している内容の話だと思うのですけれど

も、プラス住民とのやり取りみたいなことに

関しても専門家との間で話し合って情報出し

ていけないのかなと思いますが、そういう部

分についてはここには盛り込まれていないの

でしょうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 内部だけではないかということでご

ざいますけれども、今まで進めてきた内容と

すれば、内部のまず職員のＩＴリテラシーの

向上という部分が一番強かったというふうに

は認識してございますし、その部分に力を入

れてきたというところがございます。 

  ただ、来年度、情報発信等を取り組む予定

にしてございますので、そういった部分では、

これからは町民に向けた何らかの発信もして
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いきたいというふうに考えてございます。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  同じ10ページと、さらに11ページにも

関わってくるのかと思いますけれども、内部

情報系無線ＬＡＮ等についての予算が２項目

で上がっているように見えます。かつて私、

記憶していたところでは、議場内は議員のタ

ブレットとともに無線ＬＡＮ整備されており

ましたけれども、庁舎内のＬＡＮの環境は有

線が基本というふうに認識しておりましたが、

庁舎内の無線ＬＡＮ、今皆さんもノートパソ

コンのほうに移行しているということですけ

れども、既に無線ＬＡＮの整備がされている

のか、新たに新年度で行われるのか、また経

費的には経常的な経費という性格のものは計

上されたものなのか、新たに構築する予算な

のかと、そういうところを含めてお知らせ願

います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  無線ＬＡＮのご質問でございます。これは、

11ページになってしまいますが、内部情報系

無線ＬＡＮ機器等賃借料が主な部分のご質問

と思いますけれども、まずこれの無線ＬＡＮ

については令和７年度にこの端末、ノートパ

ソコンにする際、無線ＬＡＮ化にしてござい

ますので、今は有線は使っていないという状

況でございます。７年度途中から、11月かな、

あの辺から切り替えましたので、ここに今回

計上させてもらっています無線ＬＡＮの254

万8,000円については、年間分の経費という

ことになります。なので、そういう形での対

応ということでございます。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  10ページのほうの額がちょっと少ない

ですけれども、委託料ありますけれども、そ

ことの内容の切り分け的には、これも経常的

に毎年発生してくる内容かどうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  ご質問は、10ページの、これは12節委託料

の中にある内部情報系無線ＬＡＮ機器保守業

務委託料85万8,000円のご質問というふうに

捉えていました。この部分については、先ほ

ど申し上げました使用料、賃借料で無線ＬＡ

Ｎの機器をお借りしていますけれども、その

部分に係る保守という部分での経費でござい

まして、年間分ということになります。 

  以上でございます。 

委員長 普本歌織委員。 

３番  10ページのガバメントクラウド運用管

理補助者業務委託料について伺いたいのです

けれども、内容と委託先を聞きたいと思いま

した。先ほどの課長の説明の中でも、役場内

のシステムについてというような説明があっ

たと思うのですが、７年度には自治体ＤＸ標

準化対応業務委託料というのがあったと思う

のです。その事業で標準化が終わって、今度

は運用管理というふうにいくものなのか、そ

れとはまた別の事業なのかということも教え

ていただけるとありがたいです。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  初めに、ガバメントクラウド運用管理補助

者業務委託料についてお答えしたいと思いま

す。この業務は、デジタル庁が提供するガバ

メントクラウドを利用し運用するため、運用

管理補助業務を委託するというものでして、

業務内容は主にクラウドシステムの監視業務、

クラウド環境のセキュリティー管理、システ

ムに問題が発生した場合のサポート業務とい

うことになります。町では、令和７年、今年

度の６月からガバメントクラウドを利用して

おり、令和７年度は初年度ということもあっ

て、無償にて現在のシステムベンダーに運用

管理業務を行ってもらっているという状況で

す。令和８年度は、通年通しての運用となる

ことから、現在の運用管理補助業務を行って
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いるベンダーに引き続きお願いする、その部

分は有償になるということで、今回予算計上

しているというものでございます。 

  あと、もう一つのご質問の標準化との違い

でございますけれども、それぞれ別物という

ふうに考えていただいて、標準化は既に終わ

って、次はこの段階に入っているという考え

方でございます。 

委員長 普本歌織委員。 

３番  ありがとうございます。業務の効率化

ですとか、職員の皆さんの負担軽減というこ

とも先ほどの説明の中にもあったと思います

が、昨年からそこを引き続いて、こういった

事業が行われていると思うのですが、そうい

ったところは効果があるかというか、実際の

ところは負担軽減につながっていて、引き続

いてやっていくということでよろしいですか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  ちょっとガバメントクラウドと職員の仕事

の関係というの、なかなかちょっと接点は難

しいのですが、先ほど真嶋委員からお話あり

ましたＬＡＮ化、ＬＡＮにしたことによって、

パソコンを持ち歩いてペーパーレス化が進む

であったり、あと会議の際も、今スタートし

ましたが、庁議とか、あと法規審査の会議と

か、そういった部分でもペーパーレスにして、

会議にはパソコンを持ち込んでいくというよ

うな形で対応させてもらっていますので、そ

ういった部分ではいろいろ業務の効率化も含

め、あと経費の削減も含め、効率化が進んで

いるというふうに捉えてございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11ページ、12ページ。 

  唐仁原俊博委員。 

６番  まず、11ページです。行政情報化推進

事業の中の生成ＡＩシステム使用料。先ほど

説明もいただきましたけれども、どのような

システムを使用するのかというのと、業務で

こういった生成ＡＩを使用する際の規定みた

いなものが現状あるのか伺います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 生成ＡＩシステム使用料の事業内容

についてお答えいたします。 

  本業務は、職員の負担軽減及び事務効率化

を図るため、生成ＡＩシステムを導入しよう

とするものです。導入しようとしている生成

ＡＩシステムは、総合行政ネットワーク、Ｌ

ＧＷＡＮにも対応していることから、インタ

ーネットに直接接続することなく利用するこ

とが可能となっており、入力内容が外部に漏

えいすることやＡＩ学習に利用されることが

なく、システムを利用することが可能となっ

てございます。生成ＡＩについては、チャッ

トＧＰＴやジェミニなど様々な生成ＡＩモデ

ルがありますが、現在導入を検討しているシ

ステムでは、複数の生成ＡＩモデルを選択し

使用することが可能であり、目的や特性に合

わせて有効活用することができるシステムと

いうふうに思ってございます。 

  規定等でございますけれども、来年度の導

入に向けて、西和賀町生成ＡＩ利用ガイドラ

インを作成して、職員のほうには周知をして

ございます。これは、３月に策定、今月策定

して周知をしてございます。その基準でござ

いますけれども、生成ＡＩの利用範囲として

は、業務の効率化、あとは企画立案支援、文

書作成支援、その他業務改善に資する手段な

どでございます。そういったものをまず想定

してございます。ただ、そのほかには、ガイ

ドラインでは生成ＡＩを利用する際のリスク

であったり、あと個人情報や機密情報の取扱

いについて定めてございます。 

  以上でございます。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  すみません。昨日も一般質問で話題に

なったのですけれども、北部の活性化の業務
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委託についてですけれども、これについては

昨日もお話あったように、大分前から地域で

話し合われて、いろいろ実績を積んだ中で、

こういう町で支援することになったというこ

となのですけれども、設計に関して貝沢、若

畑地区、地元の方以外のプロといいますか、

アドバイザー、コンサルみたいな方も入った

中で、こういう設計が行われたということで

いいのでしょうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  設計については、町内外はちょっとあれで

すけれども、プロというか、設計士さんに設

計をお願いしているというものでございます

ので、この地域を分かっている方に設計をさ

せてもらっているというふうに聞いておりま

す。 

８番  ほかの項目もいいですか。このページ。 

委員長 同じページ、はい。 

８番  分かりました。 

  それでは、集落支援のことについてなので

すけれども、新たに集落支援員、今までの集

落支援員とまた違ってというか、業務委託し

たいということなのですけれども、議会で議

会報告会で回ったときにも、なかなか住民か

らは分かりづらいというような話が幾つか出

ています。今までの支援員と新たに委託する

支援員、何が違うのかというようなことが

様々言われたのですけれども、そういう点と、

あとはいわゆる行政区における、地域によっ

て違うのかな、行政区長さんとか協議会長の

仕事を委託するというふうなイメージを持て

ばいいのか、地域活性化のために、今までの

支援員との業務内容の違いについてお知らせ

してください。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  まず初めに、役場でお願いしている支援員

というのは、この間もお話ししましたが、町

が直営で雇用し、各６地区にセンターを設け

て配置して、地域の皆さんのお声を伺ったり

地域活動の支援をしたりという形で活動して

もらってございます。 

  今回新たに地域のほうで直接委託ができる

集落支援員というものを設置したいというふ

うに今考えてございまして、この方々には、

先ほどご質問にありました協議会長の役割と

か自治会長の役割をお願いするものではない

です。あくまでも事務的な作業、そこをうま

く調整してくれる作業員といいますか、事務

員といいますか、そういった役割、やはり代

表は必ずいて、その人が困ったら、どうした

らいいかなという相談に乗ってもらったりと

か、あと事務作業をしたりとか、そういった

ことを主にやっていただきたいというふうに

は思っています。よく私たちというか、私が

担当している頃の座談会とかで回ると、人が

いなくて事務する人もいないよという話があ

りました。そういったところを何とか改善し

ていけないかという面での対応でございます。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  では、今までの方、委託したときには、

地域の課題を自分たちで捉えて、地域づくり

というような面があったのですけれども、そ

れを主とするよりも、今言ったような事務作

業中心の方を地域でお願いするという理解で

いいのでしょうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 そうです。代表者を選ぶというより

は、本当に中で事務を執れる人をお願いする

ようなイメージでございます。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  少し細かい話になるのですけれども、

年度当初では、なかなかやはり初めてという

ことで、１地区か２地区ぐらいしか手を挙げ

ていないというふうに聞いているのですけれ

ども、そういうところを見て、年度途中でも

やる方が地域で見つかったので、お願いした
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いというようなことにも対応できるのか。 

  それとあとは、ほかに仕事をしているのだ

けれども、フレキシブルタイムというか、週

３しか行っていないので、その中で事務ぐら

いだったらやってもいいよということで、そ

ういう方をお願いすることもできるのか。そ

ういう兼務みたいな方にも、いわゆるフルに

賃金を支払っていくということでいいのか、

その辺についてお伺いします。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  まず、最初のご質問の年度途中での採用の

部分でございますけれども、基本的には大丈

夫だというふうに思っています。今１人分の

予算を当初予算では上げさせてもらっていま

すが、そういう人を雇いたいというようなご

相談があれば、希望があれば総務課のほうに

ご相談いただいて、いろいろ相談に乗りなが

ら、予算措置のことも含めて対応していきた

いというふうに思っています。 

  次に、週３とか、週２日、３日というパタ

ーンの委託の形式では今回はないです。フル

ということになります。基本５日間８時間労

働、イメージ８時間、７時間半、７時間45分

というのかな、の１週間という考え方でござ

いますので、もし週３でやるのであれば、地

域づくり計画をつくっていただいて、推進員

として年間40万のタイプもございますので、

そういったものに申し込んでいただければ対

応は可能かと思います。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  すみません、何度も。今例えば私の猿

橋地域、４行政区あります。集落支援員１人

です。その場合、今言ったように、途中で２

人地区で見つかりましたと。今までの集落支

援員は、残りの２地区中心の仕事というふう

に理解すればいいのか。その辺、今までの支

援員と、新たな地域の支援員ができた場合の

業務のすみ分けについては、どのように考え

ていけばいいのでしょうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  基本的には、新たに地域である方をお願い

したとなれば、その人はその地域専属になり

ますので、今いる支援員はほかの地区を見て

いただくということになります。いろいろ相

互にやり取りはすると思いますけれども、そ

の辺は割と分けた形で対応できると……。 

  すみません。先ほど途中での採用の話しさ

せてもらいましたけれども、以前委員の皆さ

んにもご説明しておりましたが、予算の関係

でございますが、国の予算を活用したいとい

う見込みでございます。そういった場合、特

別交付税を申請する場合は、あまり遅くなる

と対象外になってしまう可能性がありますの

で、年度９月なら９月補正ぐらいまでだと多

分何とかなるかなというふうには思ってござ

いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  まず、今宏委員から話が出ていた部分

で、ちょっと追加でお聞きしたいのが、地区

のほうでお願いする集落支援に関してですけ

れども、事務をやってもらうことを念頭にと

いうことですが、逆に地域の実情として事務

もやってほしいけれども、何かいろいろと企

画を立ててくれとか話を聞いて回ってくれと

か、そういったことも地区の側で望むような

体制でそれぞれ雇用してくださいねという予

算という認識でいいですか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  今唐仁原委員さんがお話しされたとおり、

基本は地域を回って地域の状況を把握しなが

ら、地域を俯瞰的に見るというか、見ていた

だくと、そしてその情報を代表者のほうにつ

なぎながら地域づくりをしていただくという

ことがまず基本にはなってくると思いますの
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で、お願いしたいと思います。また、企画立

案も、もちろんやっていただきたいというふ

うに考えてございます。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  ありがとうございます。そうしました

ら、集落支援員管理業務委託料ではなくて、

今度は地域づくり計画支援員業務委託料のほ

うでお伺いしたいのですけれども、これは先

ほどの話でも出てきていましたけれども、地

域のほうに入るのが専任のやつで、地域づく

り計画支援員というのがパートというかフル

タイムではないという整理に今なっているか

と思いますが、これについても従来１名分の

予算だったのが来年度は２名分ということで、

新たにこれを入れる地域があるという認識で

まずいいですか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  ご質問のとおり、新たに１地区で地域づく

り計画今作成中でございます。策定したら、

地域づくり計画支援員を配置できることにな

ってございますので、そちらに今１名配置し

たいということでの予算措置でございます。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  地域づくり計画があるというか、つく

った後に、地域づくり計画支援員を入れると

いう形が基本というか、地域づくり計画があ

って初めて支援員を入れられるという認識で

現状はいいですよね。 

委員長 総務課長。 

総務課長 今ご質問あった内容のとおりでござ

いまして、基本、要綱にその旨、定めており

まして、要綱に沿って対応させてもらってご

ざいます。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  今の点は了承しました。 

  同じく12ページ、先ほど宏委員からもあり

ましたが、北部活性化拠点施設実施計画業務

委託料ということで予算計上されていますけ

れども、これ今後どのようなスケジュールで

事業が進んでいく予定なのか教えてください。 

委員長 総務課長。 

総務課長 北部活性化拠点施設実施設計業務委

託料についてお答えしたいと思います。 

  北部活性化拠点施設については、何度もお

話ししておりますが、貝沢、若畑地区の住民

有志により組織された北部活性化推進委員会

により話合いが進められてきており、町の北

の玄関口となる北部地区に産直を中心とした

活性化拠点施設が設置されることは、地域経

済の活性化と地域の課題解決にもつながるも

のであることから、町としてもこれを支援し

ているものでございます。これまでに北部活

性化推進委員会において、拠点施設の位置や

機能等の基本設計、運営に向けた事業計画と

経営計画が進められてきており、今後の進め

方としましては、令和８年度は実施設計、令

和９年度に施設の整備、令和10年度から拠点

施設の運営を想定しているというところでご

ざいます。 

  なお、実施設計、あとは施設の整備には、

国の交付金の活用を想定してございますので、

交付金の採択の状況によっては整備事業の実

施にも影響があるものと認識してございます。 

  以上でございます。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  実施設計に関しての採択に関しては、

順調に進めばいつ頃になる予定だとかという

のは今ありますか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  今国のほうに申請書を提出してございまし

て、例年ですと３月末には決定が来るのです

が、国のほうもいろいろ何かごちゃごちゃし

ていますので、ちょっと遅れたりとか、いろ

いろあるかとは思います。その辺は、考慮し

ながら対応していきたいと思います。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 
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（なしの声） 

委員長 進めます。13ページ、14ページ、質疑

ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。15ページ、16ページ、質疑

ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。ここまでですね。 

  それでは、全体を通して質問し忘れ等あり

ませんか。 

  髙橋宏委員。 

８番  歳入でお聞きしました東大野地区のソ

ーラーによる収入見込みが出たのですけれど

も、収入は基本的にその地域での事業に使用

されるというふうに考えていいのでしょうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答えします。 

  基本、町の収入になってございますので、

あとは一般財源として地域づくり活動に出て

いる部分もあるかとは思います。 

  以上でございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいた

します。 

  これで総務課が所管する一般会計の審査を

ひとまず終わりたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  引き続き、選挙管理委員会の審査を行いま

す。選挙管理委員会が所管するのは、２款総

務費であります。選挙管理委員会書記長から

予算の概要説明を求めます。 

  選挙管理委員会書記長。 

選挙管理委員会書記長 それでは、選挙管理委

員会事務局の予算概要について説明いたしま

す。 

  18ページを御覧ください。選挙管理委員会

事務局の歳出を説明いたします。２款４項１

目選挙管理委員会費160万6,000円は、通常の

委員会経費に加え、沢内地区の投票所見直し

に係る費用弁償を５回分の増額を予定してお

ります。 

  ２目選挙啓発費は、10節需用費１万円とな

ります。 

  以上で選挙管理委員会事務局に係る予算概

要の説明を終わりますので、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

委員長 書記長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。選挙管理委員会

は、歳入歳出とも一括で質疑を許します。質

疑ありませんか。 

  髙橋宏委員。 

８番  今説明あったように、沢内地区の投票

所、投票区の見直し、以前、令和７年に投票

区、投票所を湯田地区中心に17から12に減ら

されました。今年度は、沢内地区を含めて見

直しが行われていくということでいいのでし

ょうか。 

委員長 書記長。 

選挙管理委員会書記長 沢内地区の投票所統合

についてお答えしたいと思います。 

  町の投票区の投票所の見直しについては、

選挙管理委員会において令和５年度から検討

を始めてきております。選挙が予定されてい

ない年である令和６年度に湯田地区、令和８

年度には沢内地区の見直しを計画して進めて

きたところでございます。統合の計画案とし

ては、おおむね旧小学校区単位での見直しを

最終的なイメージということで、令和６年度、

湯田地区の見直しについては下前、湯の沢、

湯川、左草、柳沢の投票所を見直ししてござ

います。投票区を見直しております。17あっ

たものを12にということにしてございます。 

  沢内地区の見直しについても、旧小学校区

単位での見直しを基本としながら、投票所が

想定される施設等の状況等を確認し、手続を
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進めていきたいと考えてございます。予算は、

見直し対象地区で実施する説明会に係る選挙

管理委員会の委員さんの費用弁償を計上して

いるところでございます。 

  今後は、説明会の場で地域の声を聞きなが

ら、できるだけ皆さんのご意見を反映した中

で見直しができるよう努めていきたいという

ふうに考えてございます。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  以前見直された際に、その後選挙ポス

ターの設置場所の見直しなども行われたよう

に記憶していますけれども、今後の見直しさ

れた場合に、そういうところの見直しも含ま

れているというふうに理解していいのでしょ

うか。 

委員長 書記長。 

選挙管理委員会書記長 お答えします。 

  お見込みのとおり、投票所が少なくなると

ポスター掲示場も少なくという形で対応を考

えていきたいと思っています。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいた

します。 

  これで選挙管理委員会が所管する一般会計

の審査をひとまず終わりたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで選挙管理委員会への審査をひとまず

終了し、次の企画財政課の審査に移るため、

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時２２分 休   憩 

午後 １時００分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を進めます。 

  続いて、企画財政課の審査を行います。企

画財政課が所管するのは、２款総務費、12款

公債費、14款予備費であります。企画財政課

長から予算の概要説明を求めます。 

  企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、着座にて説明させて

いただきます。 

  それでは、企画財政課の予算の主な事業に

ついて、令和８年度一般会計予算歳入歳出明

細書、企画財政課により説明させていただき

ます。 

  ７ページを御覧ください。２款１項１目一

般管理費、職員人件費8,306万4,000円は、企

画財政課職員の人件費で、再任用職員を含め

て11名分を見込んだものです。 

  ８ページを御覧ください。２目文書広報費、

広報事務費653万2,000円は、広報西和賀の印

刷代と町のホームページの保守管理委託料、

町公式ＬＩＮＥアカウント機能拡張プログラ

ム利用料などです。 

  ３目財産管理費、財政事務費278万9,000円

は、地方公会計財務書類作成業務委託料、地

方公会計システムの購入費などです。 

  ５目財産管理費、基金造成事業２億256万

3,000円は、各種基金の積立金です。まちづ

くり振興基金積立金１億61万2,000円は、地

方債の旧合併特例事業債を借入れし、基金に

積み立てるものです。ちなみに、当該地方債

は、６ページ、歳入の23款町債、１項１目１

節総務管理費の基金造成事業で9,500万円を

計上しているものです。 

  ９ページに戻っていただき、がんばる西和

賀応援基金積立金１億13万5,000円は、ふる

さと納税に係る寄附金の２分の１の額、１億

円の積立てと、基金利子の積立てを見込んで

います。そのほかの基金につきましては、基

金利子の積立てを見込んでいるものです。 

  ６目企画費、企画調整事務費247万5,000円

には、令和６年度全線開通100周年記念事業

に取り組んだＪＲ北上線利用促進協議会への

負担金100万円が計上されており、引き続き

３市町で利用促進や沿線地域の認知度向上に

取り組んでいこうとするものです。 
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  雪国文化研究所管理運営費557万8,000円は、

雪国文化研究所の管理運営に要する経費です。 

  10ページを御覧ください。地方交通路線対

策事業6,438万3,000円は、町民バスの運行に

要する経費と、令和７年３月から運行を開始

したＡＩオンデマンド交通システム運用業務

委託に係る費用、湯けむりタクシーの運行維

持費補助金のほか、町民バス更新に伴う車両

の購入費などです。 

  11ページを御覧ください。地域おこし協力

隊招聘事業3,219万9,000円は、協力隊員１名

分の人件費、活動費補助金と、地域おこし協

力隊募集等業務委託料のほか委託型の協力隊

員４名分に係る運営業務委託料などが主なも

のです。 

  婚活応援事業230万7,000円は、町の魅力が

感じられる出会いの場のイベント開催に係る

婚活支援業務委託料と結婚生活支援事業費補

助金などです。 

  12ページを御覧ください。ふるさと納税推

奨事業１億1,975万7,000円は、ふるさと納税

の受付、返礼品発送、ポータルサイトのペー

ジ編集、更新業務等のふるさと納税に関する

業務委託料とポータルサイト使用料などです。 

  移住・定住推進事業645万5,000円は、３名

の移住コーディネーターの謝金とお試し居住

体験住宅の管理費、移住者住宅取得補助金、

移住支援事業費補助金、奨学金返済支援補助

金などです。 

  13ページを御覧ください。移住定住促進住

宅運営事業1,193万3,000円は、移住定住促進

住宅世帯棟４戸、単身棟10戸の借上料などで

す。 

  空き家等対策事業463万8,000円は、空き家

改修費助成事業補助金と空き家解体費助成事

業補助金、空き家活用促進事業補助金などで

す。 

  14ページを御覧ください。地域価値創造プ

ラットフォーム形成事業1,519万4,000円は、

地域ブランド、ユキノチカラを政策的に横断

型の地域価値創造プラットフォームへと発展

させるため、ユキノチカラブランド再構築商

品創出事業、情報発信広報拡充事業などを事

業者に委託して実施する地域価値創造プラッ

トフォーム形成業務委託料などです。 

  豪雪地帯安全確保事業170万円は、地域づ

くり組織除排雪活動支援補助金と高齢者世帯

等雪下ろし費用助成金です。 

  15ページを御覧ください。５項２目諸統計

調査費、基幹統計調査事務費39万7,000円は、

経済センサスに係る統計調査員報酬及び事務

費です。 

  12款１項公債費の１目元金、地方債償還元

金５億6,755万8,000円及び２目利子、地方債

償還利子5,944万5,000円は、一般会計の地方

債の償還費用です。 

  14款予備費は500万円とするものです。 

  当課からの説明は以上のとおりです。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長 企画財政課長からの説明が終わりまし

た。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に

関する質疑を一括で許します。質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 では次に、歳出に関しページごとに審

査を進めます。 

  ７ページ、８ページ、質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、９ページ、10ページ。 

（なしの声） 

委員長 では次に、11ページ、12ページ、質疑

ありませんか。 

  普本歌織委員。 

３番  11ページの購入予定の町民バスについ

て伺いたいと思います。 

  購入の理由と、どのような仕様のものを購

入しようとしているのか教えてください。 
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委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  今回計上している町民バス購入費用につき

ましては、現在町が保有している町民バス車

両５台のうち、平成21年度に購入したマイク

ロバス２台について老朽化に伴い多額の修繕

費用等が生じておりますので、運行の安全性

から更新を行うことが適当であることから、

新たに車両２台を購入する費用を計上してい

るものです。 

  購入予定の車両につきましては、主に現在

運行しているＡＩオンデマンド交通での運行

車両とすることを想定しておりまして、乗車

定員12名程度の小型車両とすることで各地域

を回るＡＩオンデマンド交通の運行に適した

車両となり、車両の適正化が図られるととも

に、車両の維持コストも大幅に改善されるた

め、持続可能な公共交通システムの構築につ

ながるものと考えております。そのほか車両

の仕様としましては、電動補助ステップなど、

高齢者の乗降に配慮した設計としているほか、

ラッピングデザインを施すことで降雪時など

で視認性と、今までどおり安全に町民バスを

利用してもらうとともに、おでかけバスとし

て町民に慣れ親しんだデザインを踏襲するこ

とで、親しみやすく安心して利用できる車両

を導入したいと考えております。 

委員長 普本歌織委員。 

３番  ＡＩオンデマンドバスについては、一

般質問でも聞かせていただいたのですが、そ

ういった町民の使いやすさを考えてバスを小

さい車両に変えていくという、こういう理解

でよろしいですか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 乗車定員を12名程度ということ

の小型車両にしたことで、また電動補助ステ

ップなど乗りやすいということもありますの

で、あとそれから車両を小さくすることでち

ょっと狭い道、道路などでも運行できるよう

に配慮したところになります。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  12ページの総合計画推進費ですけれど

も、基本構想審議会の報酬で７万5,000円と、

それから旅費として１万1,000円を計上して

いるようです。一般質問の中でも既に行政改

革審議会、それからまち・ひと・しごと創生

総合戦略推進会議の役割も、基本構想審議会

に引き継がれるという説明でした。 

  遡ってみると、行政改革審議会には、たし

か町内の有識者に加えて公認会計士さんとか、

外部からの専門家なども加えて議論をしてい

たかと思います。そういうことを踏まえた上

で、新しい基本構想審議会というのはかなり

大きな役割を担うと思いますが、どのような

構成の会議の任命、それからどのような回数

で会議を行っていくのか、それに対して合わ

せても８万6,000円で十分予算として間に合

うのか伺います。 

委員長 刈田企画財政課長代理。 

企画財政課長代理 お答えいたします。 

  基本構想審議会委員報酬７万5,000円と旅

費の費用弁償１万1,000円ですけれども、会

議１回分の委員報酬として予算措置させてい

ただいたものです。これまでも計画策定時以

外の年度の基本構想審議会の開催は、年１回

の開催とし、前年度の取組実績の検証及び今

後の対応について委員の皆様にご確認いただ

いていたところであり、令和８年度において

は令和７年度の後期基本計画の取組実績の検

証を予定しているところでございます。 

  また、行政改革審議会とまち・ひと・しご

と創生総合戦略推進会議の役割も、基本構想

審議会に引き継がれることとなりますが、こ

ちらについてもこれまでそれぞれの会議で行

われておりました前年度の実績に基づいた取

組の進捗状況をご確認いただく予定としてい

るところでございます。一体化した総合計画

としたことにより、会議資料でありますとか
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会議での内容、ボリュームといったところが

増えることにはなりますが、資料の事前送付

ですとか委員への丁寧な説明が必要になって

くるものというふうに認識しております。一

体化したことによる基本構想審議会の委員の

構成を変えるということは、現在のところ考

えておりません。 

  以上です。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  昨年の実績でいきますと、もう既に行

政改革審議会も任期が切れた後、再任用をせ

ずに会議が行われなかったということで、実

績の経費からするとあんまり変わらないのか

もしれませんけれども、行政改革審議会、か

なり重要な役割を担ってきて、私としてはむ

しろ去年、本来であれば役割が１つに統一さ

れる前、１年間であっても、きちんと任用し

ながら行政改革について審議をするべきであ

ったのではないかなと思っていたところです。 

  加えて、今回議決として一つの組織になっ

たということは、これまでの基本構想審議会

ですと策定というのが主な要件であって、そ

の後の推進という部分についてはある程度補

完的な役割であったかもしれませんけれども、

行政改革やまち・ひと・しごと、そういうも

のの役割を併せて果たしていくというときは

不十分ではないかなと思いますけれども、考

えをお聞かせください。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 基本構想審議会の中では、確か

に計画に関することということもありますが、

そのほかにも重要な施策に関することという

ことで、検証だけではなく未来に向かっての

推進に向かってという視点もありますので、

また併せて今回行政改革に関することと地方

創生に関すること、改めてそこの業務のほう

に関することということで包含したわけです

ので、反省というか検証だけではなく、さら

に推進に向けてというふうな取組についても、

基本構想審議会の中で所掌して、皆さんから

協議いただく場と考えております。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  という内容で、きちんとというか、役

割を果たしていただかなければならないなと

考えております。ついて言うと、開催時期を

いつ頃を考えているのか。策定された総合計

画の検証だけであれば、年度末に向けて行う

ということでいいのかもしれませんけれども、

今回併せて加えられた２つの役割を考えると

きには年度末まで待つことなく、きちんとそ

れぞれの仕事、役割を果たしていくような会

議になっていかなければならないと思います

し、会議の内容によってはまた補正をするな

りなんなりで充実した会議に努めていかなけ

ればならないと思いますけれども、その考え

をお知らせください。 

委員長 刈田企画財政課長代理。 

企画財政課長代理 まず、開催時期についてで

すけれども、来年度の決算が終わった段階、

第３・四半期頃に開催できればというふうに

考えております。また、先ほど予算が足りな

ければという話もありましたけれども、まず

令和８年度に一度会議を開催させていただい

て、不十分な場合には２回目の開催等を検討

してまいりたいというふうに考えております。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  12ページ、移住・定住推進事業の中の

移住体験用住宅の借上料なのですけれども、

これ、これまでだと２軒分予算に計上されて

いましたが、今回１軒分になっていますけれ

ども、理由を教えてください。 

委員長 藤田企画財政課長代理。 

企画財政課長代理 お答えいたします。 

  移住体験住宅の借上料が２棟から１棟にな

った経緯でありますが、現在太田地区、あと

川尻地区の２棟を移住体験住宅として運用し

ております。このうち川尻地区にある住宅に

つきまして、所有者より建物及び土地を町へ
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寄附したい旨の申出がありました。川尻住宅

は、近年利用実績が増加しており、移住検討

者の受入れ拠点として一定の成果を上げてい

ることから、今後も継続的な活用が見込まれ

る施設でございます。このため、町として寄

附を受納する方向で現在事務手続を進めてお

ります。４月１日から町有財産として管理す

る予定であります。これにより、当該住宅の

借り上げではなく町所有施設として運用する

ことになり、借上料は１棟分としたものでご

ざいます。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  ありがとうございます。となると、ち

ょっとここで聞くのが適切かどうかがあれな

のですけれども、町有財産として運用してい

くということですが、利用実績が多いという

場合に、これまでのように宿泊とか利用とか

がある場合、清掃とか管理とかというのも同

様に行っていくと思うのですが、これまでだ

と職員の方がやっていらっしゃったと思うの

ですが、利用が多くなればなるほど職員の負

担が大きくなるのではないかなと思うのです

が、その辺り大丈夫でしょうか。 

委員長 藤田企画財政課長代理。 

企画財政課長代理 お答えいたします。 

  委員のおっしゃるとおり、現在施設の管理

運営に関しては、町の職員が実施しておりま

す。近年町内にも民泊事業を始めている事業

者さんもおりますので、そういったところの

状況等を見ながら、管理運営といった部分に

ついても、民間に対しての運営委託といった

ことも今後検討してまいりたいと思います。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、進めます。13、14ページ。 

  真嶋実委員。 

２番  では、まず13ページの移住・定住促進

住宅事業運営事業についてお伺いします。 

  上野々地区に新しく建てられたものかと思

いますけれども、この中の世帯棟の入居状況

についてお知らせ願います。 

委員長 藤田企画財政課長代理。 

企画財政課長代理 お答えいたします。 

  移住・定住促進住宅、世帯棟の入居状況で

ございますが、現在３ＬＤＫにつきましては、

６月及び９月にそれぞれ入居が決定しており

ます。２ＬＤＫの２戸につきましては、整備

から約１年経過しておりますが、現時点で入

居には至っておりません。ただし、これまで

複数の問合せはいただいており、その中には

具体的な入居検討をされる方もございました

が、入居要件等など、入居条件との不一致に

より契約には至らなかったものがございます。

また、問合せの中には、企業からの照会もあ

り、社員住宅としての活用の可能性について

も相談を受けているところでございます。 

  以上です。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  今現在上野々地区の、別な形になると

思いますけれども、住宅の入居募集というよ

うな形でホームページ、６戸ほどでしたか、

見たように記憶しておりましたが、移住・定

住住宅は同じ募集ではないような印象を受け

ておりましたが、募集というのは外に向けて

行っているのか、またそういうことを含めて

入居者を募集する対策、十分なのかお伺いし

ます。 

委員長 藤田課長代理。 

企画財政課長代理 現在というか、移住・定住

促進住宅、ホームページに載せている部分で

の募集といった形で継続しているものでござ

います。多分、今回３月に載っているものは、

町の公営住宅と、あと新たに単身棟１戸の募

集を新たに載せたものになっております。２

ＬＤＫ２戸と、あと単身棟がちょっと２月に

空きが発生して、３月に募集開始しているも

のを改めて募集をしているものでございます。 

委員長 真嶋実委員。 
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２番  私が見た６戸というのは、そうすると

もっと前、２月中でしたか、たしか上野々の、

いわゆる旧来の20戸の住宅に対する募集は上

がっていたけれども、そのタイミングでは同

時には新しい移住・定住の募集が見えないよ

うな気がしたのですけれども、見るタイミン

グもあるでしょうが、そういうものをある程

度一斉に、町内どこの住宅がどう入っている

のかというのは、ずらされると知らないで済

んでしまう人も多いのかなと思って見ました

が、いかがでしょう。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 町営住宅関係は、建設水道課が

所管しておりますので、町内の町営住宅であ

ったり、あと特公賃の住宅、それからあと湯

本や湯田にある若者住宅というのは、それぞ

れ建設水道課でまとめて一つのサイトとして

募集かけていて、企画財政課からは今回移

住・定住の部分の住宅の単身棟と世帯棟をホ

ームページのほうに掲載していますので、ち

ょっと見づらいかもしれないですが、別々に、

すみません、ちょっと募集をかけているとい

うような、所管課で募集かけているというと

ころでご理解いただければと思います。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  事務手続上は、所管課で募集かけると

いうのはやむを得ないかもしれないですけれ

ども、毎日ホームページを見るわけではあり

ませんので、募集をかけるタイミングについ

てはそろえて、町内の町営住宅がどこがどう

空いているのかというのはやっぱり分かるよ

うにしていかないと、私がホームページ見た

タイミングでは、あれ、なぜ世帯棟を募集し

ていないのかなというような印象を受けたと

ころであります。なので、今後検討されるの

かお聞きします。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、今後につきましては、

空き状況にもよるときもあるのですけれども、

建設水道課とちょっと連携を取りながら、募

集の時期等を確認をしながら進めていきたい

と思います。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  14ページです。豪雪地帯安全確保事業、

その中の高齢者世帯等雪下ろし費用助成金に

ついてです。昨日、おとといの中村議員のお

話でも出たかもしれませんけれども、こちら

の費用助成金が今年度よりも減額になってい

ますけれども、これは利用実態とかを反映し

てのことなのか、それとも財政的な理由なの

かを教えてください。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  令和８年度の予算編成に当たりましては、

この助成事業が始まって間もないことから、

令和６年度の助成事業の利用実績並びに令和

７年度の助成事業利用決定者を基に事業費の

算出を行ったものであります。令和６年度の

助成事業の利用実績につきましては、助成の

支出額が37万2,000円、助成事業利用延べ世

帯数は18世帯、このうち２回利用した世帯が

４世帯となっております。また、令和７年度

の助成事業利用決定者が17世帯となっており

ます。このような状況を踏まえまして、令和

８年度においては、助成事業利用決定者の増

を見込んで、予算の説明書の19ページに記載

をしておりますように、助成事業の利用者の

延べ世帯数を合わせて43世帯として、今回予

算を積算したところになります。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  14ページの地域価値創造プラットフォ

ーム形成事業についてです。昨日までの議論

の中でも対象になっていて、あまり範囲を狭

めないで、コンセプトに従って大きく間口を

開けたような形で取り組むというような説明

の印象は受けておりましたが、その上で昨年

までのまち・ひと・しごと創生総合戦略、そ

してその中に収まり切るのか、地域商社事業
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というような事業がこの新しい事業に関わっ

てくるかと思いますけれども、今までやって

きた事業をきちんと総括しながらというか、

継続等含めて、どのように新しい事業を押さ

えていくのか、地域商社の取組の成果、目に

見える形で積み上げていくことが大切ではな

いかと思いますけれども、今後の取り組み方

について説明願います。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  前年度までのまち・ひと・しごとの創生総

合戦略との関わりであったり、地域商社事業

との関わりについてということで、最初に地

域価値創造プラットフォーム形成事業と第２

期の総合戦略との関わりについてですが、第

２期の総合戦略におきましては重点施策の中

の一つに地域資源を活用した西和賀のブラン

ド化推進の中で、町の産業振興のエンジン役

として地域商社を位置づけておりました。そ

の中での稼ぐ力の基盤構築に取り組んできた

ところになります。あわせて、重点施策の３

つ目として関係人口による多様なまちづくり

において、ユキノチカラを中心とした特産品

の開発や魅力発信を展開してきたところです。

これらの取組を通じて、築き上げた基盤をま

ず直接的には土台として、さらに発展させる

というところで今想定をしているところにな

ります。 

  具体的には、これまで商品ブランドの枠組

みにとどめずに、産業、情報、交流といった

分野横断的につなぐ仕組みづくりへと進化さ

せるため、まず現在策定を進めております次

期総合計画について、新たに地域価値創造プ

ラットフォーム形成として位置づけて、そし

て今事業を進めていくものになります。 

  地域商社につきましては、総括をどのよう

にしてということですけれども、まず今株式

会社西和賀産業公社と協働して地域商社事業

を進めてまいりました。ユキノチカラの企画

発信力を生かして、ふるさと納税を中心とし

た事業の体制を構築してきたところになりま

す。この取組により、町内の事業者の新商品

の開発や販路開拓の支援が進み、結果として

は町のブランド形成や関係人口の創出におい

て基盤を築くものができたと評価していると

ころになります。この成果を土台として次の

ステップにということで、プラットフォーム

形成に地域商社事業で培った体制をそのまま

引き継ぐようなイメージで今進めているとこ

ろになります。 

  そして、成果を目に見える形で積み上げて

いくというところは、委員ご指摘のとおり、

まず取組を目に見える形でしっかりと積み上

げていくことは大変重要であると認識をして

いるところです。地域商社としての基盤をま

ず３年間続けてまいりましたので、基盤は築

くことができていると評価しておりますので、

本事業では築き上げた基盤を土台として、歩

みをさらに進める発展的な事業としてつくり

上げていきたいと考えているところです。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  ただいまの説明の中で、次期総合計画

の中にも地域商社というものを位置づけてい

るという捉え方で説明があったかと思います

が、その場合、今回の予算編成の中では大き

な、新たなプラットフォーム形成事業という

ことで大きく枠を取っていますが、積算の根

拠等々の中で地域商社という概念を残しなが

ら、今までの実績を踏まえて、ぼやけること

のないような運用が必要ではないかなと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  地域商社事業としては、総合計画のほうに

きちっと明記をしているわけではなくて、今

回は新たな、これまでの培ってきたものを地

域価値創造プラットフォーム形成事業として

進めていくというような形での表現になって
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おります。 

  そして、予算の置き方としましては、これ

までユキノチカラの地域ブランドの推進事業

と、それから地域商社の事業の部分の予算を、

まずそれを基礎として、今回プラットフォー

ム形成事業を積算をしたところになります。

地域商社のこれまで取り組んできた事業をそ

の中に盛り込みながら、事業のほうをまた展

開をしていくという形で、今予算組みをして

いるところになります。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  今回の予算編成の中では、そうすると

新しいプラットフォームを形成する中で、地

域商社という概念は、新年度の中では一旦消

えてしまうように思いますが、やはり積算根

拠を考えたり、今までの実績の積み上げを考

えるとき、今後の事業の展開に当たってはプ

ラットフォームという大きな枠で動くことに

ついては賛成しますけれども、中の根拠の部

分について事業の一つ一つ見直しなり、場合

によっては今後、地域商社という名前、概念

を復活させるなり、そういうところの積み上

げをきちんとすることが必要ではないかと考

えますが、いかがですか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  次期の総合計画の中に位置づける際に、今

まで地域商社機能として進めてきた稼ぐ力と

いうところの考え方を、まずそれに向けて各

産業公社と培って、いろいろ地域の事業者の

方々と培ってきたものに関しては、基本的な

考え方はそのまま継承していく、さらに発展

させていきたいというところでの考え方とし

て、プラットフォーム形成事業を進めていき

たいと考えております。その中で、またきち

っとした固有名詞が重要だとかということに

なってくれば、またその中で話合いはしてい

きますけれども、基本的な概念のところ、基

本的なところは変わらずに基盤として進めて

いきたいとは考えているところです。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  同じく地域価値創造プラットフォーム

形成事業です。こちらの事業の中に、ユキノ

チカラブランド再構築、それから商品創出事

業、情報発信、広報拡充事業等などなど盛り

込まれていますけれども、かなり広範な委託

内容だと思います。役場の中においても、複

数人で担当しているような部分かなとかとい

うふうに思うのですけれども、どういう実施

体制でやっていくのか、事業者に委託する部

分、それから役場内での分担とか推進体制に

ついて教えてください。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 事業を進めるに当たりまして、

町ということで企画財政課がまず主体的にな

り、全体の方針の整理や関係部署間の調整を

担うこととしております。庁舎内に今の課の、

庁舎内というのは役場の庁舎内の課の横断的

なプロジェクトチームを形成しまして、農林

課であったり観光商工課、それから今保育園

留学もありますので、子育て支援室等を、関

係する課で成り立つプロジェクトチームを設

置をして、関係施策を連動させながら推進し

ていくことを想定しております。 

  また、あと実務的な企画や編集、それから

情報発信、それから商品開発等の部分につい

ては、これまで地域ブランド事業や地域商社

事業で蓄積されてきたノウハウや体制を活用

して、ユキノチカラプロジェクト協議会であ

ったり西和賀産業公社などと連携して進めて

いけるようなことを今ちょっと想定をして考

えてはおります。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  ありがとうございます。今おっしゃっ

たプロジェクトチームというのは、もう既に

動き始めているのですか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 プロジェクトチームに関しては、
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まだ正式に立ち上がっていないので、これか

らになります。 

委員長 中村ひとみ委員。 

４番  私からは、先ほど唐仁原委員からも質

問がありましたけれども、豪雪地帯の雪下ろ

しの助成のほうです。高齢者世帯など雪下ろ

し費用助成金ですが、こちらのほうは、実際

に利用実績なども先ほどご説明いただいて分

かりました。ただ、費用が基本的に業者にお

願いをして、２分の１の助成になると思うの

ですけれども、例えば今回のようにもうほと

んど毎日のように雪が降っている場合ですと、

本当に降雪が多くて、そして屋根からも雪が

落ちてきますし、２回だけでは終わらないと

いいますか、費用負担というのが、例えば高

齢者で年金で生活されている方とかですと、

非常に負担が多いと思うのですが、ほかの例

えば自治体とかですとチケット制にしたりで

すとか、あとは世帯によっては、状況によっ

ては、もうどの世帯がそういったものが必要

になるのかというのは特定できると思います

ので、そういったところを必要があるかどう

かを話を聞きながら、場合によっては支援と

いう形で行っているところもありますけれど

も、今期で３期目の事業だと思いますけれど

も、そういったところ、ちょっと検討する余

地などはございませんでしょうか。 

委員長 企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  雪下ろし費用につきましては、令和６年度

からスタートした事業で、今期で２回目とい

う形になっております。まず、新しく制度を

スタートした制度でありまして、実際雪下ろ

し費用が家の大きさであったり、あと屋根の

形状、それから立地条件などで作業の内容や

作業の量が大きく異なることから、一概にど

の程度費用がかかるかというのがちょっと判

断が難しいということで制度設計したところ

です。まず、今回２回目というところですの

で、もう数年このような状況を踏まえまして、

費用の負担の分析が必要であると考えており

ますので、費用の負担額の把握や、それから

助成事業の効果等も踏まえまして、今後検討

する必要があると思って考えているところで

す。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  私からは、13ページの空き家対策事業

の中で３つほどお伺いしたいのですけれども、

まず空き家対策協議会というのが形成されて

いて、今年も報酬が払われるようですけれど

も、年１回の会議というふうに理解していま

すけれども、この中で今回何度か話出ていま

すけれども、議会報告会の中で各地区から空

き家の話が出ました。空き家の話というのは、

利用というよりも、危険空き家に対してどう

にかしてくれないかと。もう今年雪多かった

のもあって、道路の近くの危険空き家に対す

るいろいろ要望が出ましたので、その観点で

聞くのですけれども、空き家対策協議会のほ

うで、例えば行政代執行というのは町が最終

的に判断すると思うのですけれども、協議会

の中でそういう危険な空き家があるので、行

政代執行に向けてというようなアドバイスと

いうか助言というか、そういうのを想定して

いるのかという点。 

  あとは、空き家の見守りの業務もあります

けれども、これの回数と時期、冬期間にも行

われているかということなのですけれども。 

  あとは、空き家解体補助助成事業というの

が14ページにありますけれども、令和６年度

は６件申請して、全てに対応したというふう

に決算で答弁あったと思うのですけれども、

令和８年度は５件分の予算だと思うのですけ

れども、この辺、少なくなった点についてお

伺いします。 

委員長 藤田企画財政課長代理。 

企画財政課長代理 お答えいたします。 

  空き家対策協議会についてですが、こちら
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のほうでは、事前に町のほうで特定空家とい

った候補をお示しさせていただいて、特定空

家として認定してもらうような場となってお

ります。 

  そこで、実際の例でいけば、昨年度審査し

ていただいたのが、大沓地区にある工場跡地

といったものをここで協議していただき、決

定して、除却のほうに結びつけたものでござ

います。 

  あと、空き家の見回り時期等についてです

が、年に２回、夏季と、あと冬季に実施して

おります。令和７年度につきましては、６月

に１回、あと２月、先月１回調査のほうを終

えております。夏場については122件の調査、

冬季については113件の調査となっておりま

す。 

  次に、空き家解体助成費補助金につきまし

ては、管理不全空家の除却を促進するために

実施しているものです。倒壊や落雪等による

事故防止、景観保全及び生活環境の改善を図

ることを目的としております。こちらのほう

については、令和６年度が６件でのというこ

とで、予算は足りるのかといったところでご

ざいますが、現在、毎年度なのですけれども、

予算の範囲内として交付するとはしておりま

すけれども、これまでも申請が当初予算額に

到達した場合には、必要に応じて補正予算に

より対応しておりますので、今回についても

同様な対応をしていきたいと考えております。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  それでは、空き家の対策協議会では、

特定空家についてということですので、例え

ば行政代執行については、あくまでも町の判

断ということで、当初予算について出てくる

というものではないのかという点と、先ほど

言いました空き家の見守り、年２回されてい

るということです。これがどこに報告されて、

実際例えば危険な場合、いわゆる家主さんの

ほうに連絡が行っているのかという点につい

てお伺いします。 

委員長 藤田企画財政課長代理。 

企画財政課長代理 行政代執行につきましては、

空家等対策特別措置法に基づく最終的な措置

になっております。まずは、所有者の自主的

な管理や除却を基本として対応しているとこ

ろでございますが、そのため町といたしまし

ては助言指導、補助制度の活用といった案内

をしながら改善を促しているところでありま

すが、今後周辺の生活環境に重大な影響を及

ぼすおそれがあり、所有者による対応が見込

めない場合については、法に基づいて措置に

ついて検討しているところでございます。 

  あと、周知方法についてでございますが、

まず見回り調査実施後に、所有者に対して、

あとまたは納税義務者に対して周知をしてお

ります。また、地域住民からの直接の問合せ

というか相談もありますので、そういった場

合については、現場に行って状況確認した上

で、所有者のほうに電話なり通知なりして対

応しているところでございます。 

委員長 唐仁原俊博委員。 

６番  今話題になっていた空き家解体費助成

事業補助金のところで、これ単価が令和７年

度の30万から35万に増額されているかと思い

ます。実態に基づいて、増額というふうにさ

れたのでしょうか。 

委員長 藤田企画財政課長代理。 

企画財政課長代理 お答えいたします。 

  空き家解体費助成事業補助金につきまして

は、管理不全空家の除却促進に、あと倒壊や

落雪等による事故防止、景観保全、生活環境

の改善を図ることを目的として実施しており

ます。こちらの補助事業でございますが、令

和５年４月の要綱改正により解体撤去費用の

２分の１以内を補助する仕組みとして、工事

費に応じて限度額を25万、30万円、35万円と

段階的に設定しております。令和７年度は、

限度額35万円で５件分を予算計上し対応して
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おりましたが、近年の資材、あと人件費の上

昇等により解体費用が高騰しており、補助上

限に近い申請額が増加している状況にありま

す。このため令和８年度は、実態に即した支

援とするため、限度額を35万円としての上限

を見込んで、５件を計上しております。所有

者の負担軽減を図りながら、空き家の除却を

一層促進してまいりたいと考えております。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、進めます。15ページ、質疑あり

ませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等

ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、発言がないようですので、お諮

りいたします。 

  ここで企画財政課が所管する一般会計の審

査をひとまず終わりたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで企画財政課への審査をひとまず終了

し、次の建設水道課の審査に移るため、14時

10分まで休憩いたします。 

午後 １時５５分 休   憩 

午後 ２時１０分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を再開します。 

  続いて、建設水道課の審査を行います。建

設水道課が所管するのは、４款衛生費、６款

農林水産業費、８款土木費、11款災害復旧費

のほかに事業会計もありありますので、併せ

て審査いたします。初めに、一般会計の審査

から行います。建設水道課長から予算の概要

説明を求めます。 

  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは、令和８年度建設水道

課所管の予算概要について説明を申し上げる

前に、委員各位にはご協力いただきまして、

人材研修の場としても活用させていただく趣

旨により、当課からも職員９名を随行させて

いただきました。必要に応じて課長代理から

も説明は回答させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、着座にて説明いたします。改め

まして、令和８年度建設水道課所管の予算に

ついて概要を説明させていただきます。当課

抜粋の一般会計予算歳入歳出明細書により、

また事業ごとの詳細は予算説明書にてご確認

をいただきます。 

  では、初めに建設土木関連の歳出について

ですが、予算書４ページを御覧ください。４

款衛生費、６款農林水産業費については、水

道事業、下水道事業の農業集落排水事業への

繰出金及び出資金となります。 

  ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総

務費は、職員人件費と、５ページには土木総

務事務費として事務消耗品、コピー機使用料

などを計上しております。 

  ２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費は、

６ページにわたり各種団体への負担金及び会

費と道路台帳の補正業務委託料を計上してお

ります。 

  ２目道路維持費になりますが、会計年度任

用職員として任用する道路維持作業員の給料

及び諸手当、７ページを御覧いただき、道路

を維持していく上での消耗品費、光熱水費、

修繕料等、道路維持及び道路維持車両の管理

費が主なものとなります。 

  また、８ページ、町道の舗装補修、側溝改

修、ガードレールやデリネーターなどの道路

安全施設の補修などをそれぞれ予算計上して

おります。道路防災対策事業、道路施設点検

事業及び町道舗装改良事業でありますが、そ

の詳細は予算説明書73ページから74ページ上

段に詳細を記載しておりますので、ご確認を

お願いします。道路施設点検事業につきまし
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ては、国の補助金などを活用して行う事業で、

新年度において補助金及び交付金の内示額に

よっては一部変更が必要となる場合があるこ

とをあらかじめご承知おきください。 

  次に、３目道路除雪費になりますが、予算

書は９ページから12ページを御覧になってく

ださい。前年度当初予算と比較し3,000万円

ほど増加しておりますが、これは人件費の単

価増に加え除雪オペレーター確保対策、ＳＮ

Ｓ活用実証事業により、今年度１名の地域お

こし協力隊員の採用があったことから、令和

８年度は現職と合わせ２名分の予算を計上し

たことや、今シーズン、川尻流雪溝の電動分

岐弁の動作に不具合があったことから、同様

の施設について保守点検を行うこととしてお

ります。また、除雪機械の更新については、

機械の購入費が増加していること、さらには

町道湯本清水ケ野線のスノーシェルターの撤

去設計を行う予定であることなどを予算に計

上したことによるものです。このほか会計年

度任用職員として雇用する直営の作業員に係

る給料、時間外手当、共済費、歩道除雪委託

料、除雪車両や格納庫管理費など、除雪作業

に伴う経費を予算計上しております。ここま

での説明につきましての詳細につきましては、

予算説明書の74ページ下段から76ページに掲

載しておりますので、併せてご確認をお願い

します。 

  続いて、13ページ、５目橋りょう費、橋梁

改修事業、町道橋梁補修工事積算資料作成業

務委託料は、補修工種の多い橋梁について積

算に時間を要することから、業務を委託する

ものです。町道橋梁補修工事施工管理業務委

託料は、湯本、湯田地区をつなぐ町道湯本清

水ケ野線の山室橋に係るもので、今年度設計

を行ったところですが、全国的にも希少な

100年を超えるコンクリートアーチ橋である

ことから、施工にはさらに万全を期すことと

したいため、管理業務を委託するものです。

また、工事請負費は、ＪＲの運行に影響のあ

る耳取地区のＪＲ北上線にかかる跨線橋の緑

橋についての町実施分に係る補修工事ほか５

橋の工事請負費となります。なお、メンテナ

ンス事業については、道路施設等の点検を実

施しており、その結果を踏まえて順次補修工

事を行っておりますが、本事業についても国

庫補助金の内示額により実施が変更となる場

合がありますので、これにつきましても事前

にご承知おきをお願いします。詳細は、予算

説明書77ページ上段をご確認ください。 

  次に、３項１目河川費になります。14ペー

ジも併せて御覧ください。河川改修事業とし

て、今年度、普通河川深沢川の改修に係る測

量設計を行ったところですが、その中で必要

となった用地等について、測量分筆登記や補

償算定を行おうとするものです。また、工事

請負費については、普通河川深沢川河川改修

工事ほか２河川を予定しております。詳細は、

予算説明書77ページ下段にございます。 

  次に、４項都市計画費、１目公園費ですが、

湯本地区の湖岸公園管理経費となります。２

目下水道費は、下水道事業の特定環境保全公

共下水道事業及び浄化槽事業への繰出金と出

資金となります。 

  続いて、５項１目住宅管理費になります。

16ページの西和賀町住まいづくり応援事業は、

居住環境の向上を目指し、水洗化、バリアフ

リー化に助成するもので、80万円を計上させ

ていただきました。木造住宅耐震診断士派遣

事業と木造住宅耐震改修支援事業は、それぞ

れ１件の予算を計上しております。住まいの

省エネルギー改修推進事業は、住宅の省エネ

ルギー性向上に要する経費に対し補助金を交

付するもので、省エネ診断、改修事業等をそ

れぞれ１件について予算計上しております。

また、長寿命化計画に基づき、老朽化が進ん

でいる公営住宅の改修を順次進めております

が、令和８年度は町営新町団地の一部につい
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て、屋根、外壁等断熱改修を行うため、設計

業務を委託する予定です。工事請負費に関し

ましては、大沓団地特定公共賃貸住宅につい

て、今年度に引き続き３棟６戸の改修工事を

行うこととしております。なお、本事業につ

いても、交付金の内示額により実績が変更と

なる場合がありますので、ご承知おきくださ

い。詳細は、予算説明書78ページから80ペー

ジ上段にございますので、ご確認をお願いし

ます。 

  17ページを御覧ください。最後に、11款の

災害復旧費ですが、こちらは小規模な災害が

発生した場合に迅速に対応するため、最低限

必要となる予算を計上しているもので、修繕

料と重機借上料、それから原材料費として大

型土のうなど、応急復旧資材の購入費を計上

しております。 

  なお、歳入につきましては、２ページと３

ページに掲載をしておりますが、前年度との

比較において23款１項５目土木債の金額に開

きがありますが、事業総額に差があることか

ら生じたもので、それ以外では前年度と大き

な相違点はございません。 

  以上で建設水道課の建設土木関連に係る予

算概要の説明を終わりますので、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

委員長 建設水道課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に

関する質疑を一括で許します。質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 では次に、歳出に関しページごとに審

査を進めます。 

  歳入の４ページ、質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 ５ページ、６ページ、質疑ありません

か。 

（なしの声） 

委員長 ７ページ、８ページ、ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。９ページ、10ページ。 

  真嶋実委員。 

２番  ９ページの道路施設点検事業の中で、

ＪＲ北上線、「ミドリバシ」と読むのですか、

ほか１橋の橋梁定期点検の負担金ということ

ですけれども、定期点検の頻度と、それから

負担金の基になる根拠をお知らせください。 

  また、先ほどの説明ですと、財源のところ

で、国ですか、県ですか、の財源について触

れられていたように思いますけれども、これ

についてＪＲに対して町が負担することだと

思いますけれども、さらに町が負担するに当

たっての財源が別途あるのかどうか、お知ら

せください。 

委員長 髙橋建設水道課長代理。 

建設水道課長代理 お答えします。 

  定期点検の頻度につきましては、道路法施

行規則に基づき、５年に１回の頻度で実施す

ることが義務づけられており、当該橋梁にお

きましては平成28年度に１巡目、令和３年度

に２巡目の点検を実施しており、今回３巡目

の点検として予算計上させております。 

  また、負担金の根拠につきましては、ＪＲ

東日本盛岡支社様よりいただいた概算額を精

査し、予算計上しております。 

  それから、負担金に対する財源ですが、道

路メンテナンス事業費補助金として国庫補助

金をいただいております。負担金の66％が国

庫補助金となります。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11、12ページ。 

  刈田敏委員。 

１１番 清水ケ野のスノーシェルター、かなり

危険なことは感じていましたし、前からいろ

いろありましたけれども、今回撤去に至った

経緯と、あとそれによって不具合はないのか、
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その辺のことを説明お願いします。 

委員長 髙橋建設水道課長代理。 

建設水道課長代理 それでは、スノーシェルタ

ーの撤去に至った経緯について説明します。 

  令和４年度に実施しました定期点検の結果、

鋼材の不足や屋根材の劣化など、広範囲にわ

たり老朽化が確認されたことから、健全性の

診断を行ったところ、判定区分は３の早期措

置段階、すなわち構造物の機能に支障が生ず

る可能性があり、早期に措置を講ずるべき状

態と判断されました。このことから、当該箇

所の吹雪対策について改めまして検討したと

ころ、建設当時と比較し、周辺では県道のバ

イパス化や防雪柵の設置が進んだほか、新た

に介護老人保健施設が建設されるなど、道路

環境が大きく変化しております。こうした変

化により、冬季の吹雪発生リスクが低減して

いると考えられることから、当該施設の機能

を精査した結果、老朽化したスノーシェルタ

ーを撤去し、新たに防雪柵を設置することで

防雪機能を確保できるものと判断し、撤去す

る運びとなりました。 

  以上です。 

委員長 刈田敏委員。 

１１番 トンネル化というか、まだ新たなスノ

ーシェルターはかなり難しいということのよ

うですけれども、雪よけというか、暴風の枠

をつけるということですと、それというのは

調査とかは行ってきた経緯にあるのですか。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 令和６年度予算でお認めをいた

だいた吹雪対策調査がございましたので、そ

れでシェルターはある状態ではございますが、

現況の状況を一冬しっかり見させていただい

て、風の状況、雪の状況等を見させていただ

いた上で、吹雪に対する対応としては、シェ

ルターではなくても大丈夫だろうという判断

をしております。 

  ただ、実際にはスノーシェルターあります

ので、撤去工の後に、一冬どうしてもない状

況でやらざるを得ませんから、改めて防雪柵

設置についての調査をもう一度そこで行いな

がら、防雪柵の設計を改めて行う予定として

おるところです。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  私も今のところで、説明書のほうだと

76ページにありまして、これにはスノーシェ

ルター２基について点検した結果とあります

けれども、今言われました清水ケ野線につい

ては撤去ということですけれども、２基点検

して、同じように老朽化が見られたというこ

とであれば、もう一基についてはどのような

対応をしていくということなのでしょうか。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 湯本清水ケ野線にございますス

ノーシェルターについては、清水ケ野スノー

シェルターと湯田スノーシェルターというふ

うにありまして、橋を挟んで前後、東西にあ

ります。あれが２基という意味でございまし

て、防雪柵については、清水ケ野側のスノー

シェルターの設置を目指しておりますが、ど

うしても掘り割りの部分となります湯田につ

いては、どのような形にするかを今検討しよ

うと考えてはおります。 

  ただ、囲まれていますので、吹雪という問

題は、基本的にはありませんが、道路が見え

なくなるような状況では困りますので、反射

板等を設置するなどを検討していこうという

ふうに考えております。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、進めます。13、14ページ、質疑

ありませんか。 

  髙橋宏委員。 

８番  すみません。橋梁の改修工事で、今課

長からも説明あった山室橋に関して、残すべ

き近代土木ランクＢということで、管理運営

費などを見るというような話があったのです
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けれども、実際の工事について、今年度は補

修工事となっていますので、今年度補修工事

全て完成するまでいくのか、管理運営費等々

という話があったのですけれども、もう少し

具体的に教えていただければと思います。 

委員長 髙橋建設水道課長代理。 

建設水道課長代理 お答えします。 

  山室橋の補修につきましては、橋梁の長寿

命化と安全な通行確保をするため、次の５つ

の項目に重点を置き、整備を進めたいと考え

ております。 

  １つ目は、橋面及び舗装についてです。現

在当該橋梁には、水槽が設置されておりませ

んが、雨水や凍結防止剤の浸透によるコンク

リートの劣化を抑制するため、新たに橋面防

水工を施し、併せて経年劣化した舗装の打ち

替えを行います。 

  ２つ目は、排水施設についてです。現在排

水ますが未設置であるため、道路の排水管か

らの水がコンクリート部材に飛散し、劣化を

早める要因となっております。これらを適切

に改修し、コンクリート構造物の保護を図り

ます。 

  ３つ目は、防護柵、高欄についてです。変

形や欠損が確認されていることから、全面的

な更新を行い、歩行者の安全確保に配慮した

仕様の柵を設置いたします。 

  ４つ目は、コンクリート部材についてです。

橋台や桁、床版、アーチ部に見られるコンク

リートの浮きや剥離、鉄筋露出等に対し、断

面修復工などの適切な補修を実施いたします。 

  ５つ目は、洗掘対策についてです。橋台の

基礎部において、排水や河川の流れによる洗

掘が確認されているため、安全性を確保する

ために対策工を実施いたします。 

  以上、主な内容５点について申しましたが、

本事業は補修範囲が広範囲にわたることや、

河川内の作業など、施工時期が限定される工

種も含まれることから、令和８年度と９年度

の２か年に分けて計画を実施してまいります。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  そうなりますと、非常に交通量も多い

ところだと思うのですけれども、通行止め期

間とか、あとは車もですけれども、西和賀高

校生などもよく通るところなのですけれども、

橋の渡れない期間等があるのか、その点につ

いてお願いします。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 まだ業者等、決まっておりませ

んので、詳細はこれからになりますが、でき

る限り配慮した形で進めたいというふうに考

えております。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。15、16ページ、質疑ありま

せんか。 

  唐仁原俊博委員。 

６番  16ページです。住まいの省エネルギー

改修推進事業、その中の住まいの省エネルギ

ー改修推進事業補助金についてです。今定例

会の補正予算の中でも話題に上げたので、こ

の際お尋ねしたいなと思っているのですけれ

ども、これは対象住宅の基準とか、あと工事

完了したときの目標値とか、結構レベルが高

いものだとは思うのですが、一方で活用でき

るなら活用するにこしたことはないかなと思

っておりまして、補正予算の話の後に少しお

話ししたのですけれども、住宅丸々でなくて、

例えばその中の限られたスペースであるとか、

そういったところだけでも省エネ対応させた

いなというふうな需要にも応えられるような

補助金だと思うのですけれども、そういう認

識でいいかということと、補正予算のときに

もどういうふうに周知を行っていたかという

話をしたのですけれども、町内事業者が工事

を行うときとかに、こういう補助金がありま

すよという話も出るかなとは思うのですけれ
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ども、呼びかけ等、拡充させていく考えある

か伺えれば。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 西和賀町住宅省エネ改修推進事

業でございますけれども、これ国が主導する

事業でございまして、そういった意味で国の

補助金が２分の１、県の補助金が４分の１、

不足部分について町が補助をするという形を

取っている事業で、国の制度を基本的に各市

町村がそのまま用いている状態の補助金とい

うことになります。制度としては、そういっ

た観点から非常になかなか難しい補助の状況

になっておるので、分かりづらいかなという

ようなところはあろうかというふうに思って

います。 

  後段のご質問からのお話になってしまいま

すけれども、町の広報を含めて、ホームペー

ジなどでも周知はしているつもりではありま

す。また、こういった部分に関しましては、

工務店さんと建築業界の皆さんには周知をし

ておりますので、そういった折にはそういっ

たところで相談をしていただきながら、町の

ほうにご相談をしていただければというふう

に思っています。 

  ちょっと具体的に改修事業の中身について

なのですけれども、せっかくご質問がありま

したので、まず省エネに対する診断をするた

めの補助金と、それから改修事業として行う

ための補助金がございまして、その中でも省

エネ基準レベルとＺＥＨレベルというのがご

ざいます。これは、国が定めています建物の

断熱等の性能の等級がございまして、どのよ

うな材料を使うかといったものによる、もし

くはＺＥＨレベルとなりますと、かなりこっ

ちになるとレベルが高くなりまして、中の温

度や風の状況等々、もう全て調べられるよう

なことになります。ただ、取り組みやすいの

は省エネ基準レベルでございますので、そう

いった部分であれば、まず全面建て替えもで

きますし、全体改修もできますし、一部改修

にも使えます。そういったことであれば使い

やすいのかなと思う部分もありますが、それ

ぞれにこれをやるための基準がありますので、

それを満たしていただかなければいけないと

いったことから、工務店さんや我々のところ

とまずは相談していただきながら、しっかり

改修の中身について詰めていただいてから申

請をしていただいたほうがいいだろうなとい

うふうに感じているところです。 

  ただ、実際、去年、おととし……６年度か

らやっておりますけれども、まだ申請がない

ような状況でして、せっかくですから使って

いただきたいなというふうには思っていると

ころでありますので、引き続き周知に関して

は検討は進めていきたいなというふうに考え

ております。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 では、進めます。17ページ、質疑あり

ませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等

ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいた

します。 

  これで建設水道課が所管する一般会計の審

査をひとまず終わりたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  引き続き、議案第29号 令和８年度西和賀

町水道事業会計予算についての審査に進みま

す。建設水道課長から予算の概要説明を求め

ます。 

  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは、改めまして上下水道
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事業関連について、初めに令和８年度西和賀

町水道事業会計予算の概要について説明いた

します。 

  ご確認いただく資料につきましては、令和

８年度西和賀町水道事業会計予算書と、事業

の詳細は令和８年度西和賀町予算説明書にて

ご確認をいただきます。予算の対応につきま

しては、議案上程の際に申し上げております

ので、ここでは予算明細書を中心に説明いた

します。 

  初めに、予算書20ページを御覧ください。

収益的収入及び支出から説明いたします。１

款１項１目原水及び浄水費は、原水の取り入

れや、ろ過滅菌に係る設備の維持管理等に要

する経費です。令和８年度も会計年度任用職

員として２人の施設維持作業員を任用するた

め、給料、手当及び法定福利費等を計上して

いるほか、施設電気料、電話専用回線使用料、

21ページを御覧いただいて、各施設保守委託

料、水質検査手数料、賃借料、修繕費や薬品

費など7,200万1,000円を計上しております。

昨年度との当初予算ベースにおける比較では、

417万円ほど増額となっておりますが、その

内訳は水道作業員の人件費増のほか燃料費、

薬品代が高騰しているもののほか、新たに柳

沢・長峰浄水場水処理制御盤プログラム改修

業務を委託することとしております。内容と

しましては、昨今の線状降水帯などによる集

中的豪雨などにより、特にも河川表流水を取

水している浄水場の薬品注入など制御が建設

当時と異なっていることから、改めて現状に

合わせ調整を行おうとするものです。 

  22ページを御覧ください。２目配水及び給

水費は、配水に係る設備や給水関連の維持関

連等に要する経費ですが、メーター交換業務、

管理台帳システムメンテナンス業務や漏水調

査業務を委託するほか、配給水管の修繕費、

材料費1,953万7,000円を計上しております。

なお、水道メーターは、計量法にて８年ごと

に交換が義務づけられているものです。３目

総係費は、他経費以外の水道事業全般に関連

する経費となります。水道事業の企業職員と

して２人ほか、会計年度任用職員２人の給料、

手当、法定福利費などです。 

  また、24ページには、水道メーター検針業

務委託料や料金システム保守委託料、指定金

融機関など送金等に伴う手数料、賃借料や負

担金など6,088万7,000円を計上しております。

なお、新たな事業としては、今年度策定して

おります水道事業の基本計画により進めるこ

ととしている浄水場など施設の統廃合を盛り

込んだ水道事業の許認可を受けるため、令和

８年度において申請資料の作成に着手するこ

ととしております。詳細は、予算説明書80ペ

ージ下段に掲載しておりますので併せてご確

認ください。 

  25ページ、４目減価償却費は、建物の有形

固定資産やソフトウエア等の無形固定資産の

減価償却費に要する経費で２億4,325万5,000

円を計上しております。 

  ２項１目支払利息及び企業債取扱諸費は、

建設改良事業に充当した企業債利息など

1,451万2,000円を計上しております。２目消

費税及び地方消費税は、確定申告に伴う消費

税額及び地方消費税額として245万7,000円を

計上しております。 

  ３項１目予備費は50万円を計上しておりま

す。 

  次に、収益的収入について説明いたします。

19ページを御覧ください。１款１項営業収益

については、１目給水収益として水道料金１

億4,195万5,000円、２目その他の営業収益と

して水道加入金など1,036万4,000円を見込ん

でおり、給水収益については昨年度と比較し

753万1,000円増、雑収益は128万円増で、営

業収益全体では904万6,000円の増益を見込ん

でおります。これは、水道料金改定が昨年７

月だったことや、横手市山内黒沢地区への給
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水開始が６月ほどからだったことによるもの

です。 

  ２項営業外収益、２目他会計補助金につい

ては一般会計補助金として１億7,434万5,000

円、３目長期前受金戻入については国庫補助

金等を充当して取得した資産の補助金等相当

額の当該年度の減価償却分を収益として計上

するものなどで5,780万3,000円、４目雑収益

についてはメーター検針業務負担金等で250

万3,000円をそれぞれ見込んでおります。 

  収益的収入及び支出の収入総額は３億

8,693万1,000円を予定しており、支出総額で

ある４億1,416万9,000円との差額は2,723万

8,000円の費用超過を見込んだ予算となりま

す。このことにつきましては、支出において

固定資産の除却等が生じたことに起因するも

ので、いずれも現金支出を伴っていないこと

から、地方公営企業法施行令第18条第５項に

おいて認められている予算の施行に関する規

定に基づき、適正な処理方法となります。ま

た、現金支出を伴いませんので、事業に必要

な資金が不足するといったことはありません。 

  次に、資本的収支についてですが、27ペー

ジを御覧ください。資本的支出について説明

いたします。１款１項１目水道施設改良費と

して670万5,000円を計上しており、湯川浄水

場の活性ろ過材の更新を行う予定としており

ます。また、２目配水管布設替え事業費とし

て3,783万6,000円を計上しております。これ

は、令和７年１月に策定した西和賀町上下水

道耐震化計画及び今年度策定を進めている水

道事業基本計画に基づき、各管路等の耐震化

を図ってまいりますが、そのため令和８年度

は配水管布設替えについて実施設計を行うこ

ととしております。また、岩手県が実施する

主要地方道盛岡横手線泉沢地区のバイパス化

工事に伴う配水管の布設替え工事を行うもの

です。ただし、県の事業進捗に合わせた施工

となりますので、実施時期については調整が

必要となる場合もあります。同地区のバイパ

ス化工事は、令和８年度を終期予定としてい

ることから、本町における事業は切替え工事

を含め令和７年度から３か年度を見込んでお

ります。詳細につきましては、予算説明書81

ページと82ページ上段に掲載しておりますの

で、併せてご確認をお願いします。 

  ２項１目企業債償還金として３億8,011万

8,000円を計上しております。 

  次に、26ページを御覧ください。資本的収

入についてですが、１款１項１目企業債

2,330万円、３項１目工事負担金1,000万円及

び４項１目国庫補助金4,459万円は、先ほど

支出で説明した配水管等の耐震化に伴うもの

と、主要地方道盛岡横手線泉沢地区の配水管

布設替え事業費に伴うものです。改めまして、

26ページの１款４項１目国庫補助金について

です。私の説明で、今「4,459万円」と申し

ましたけれども、訂正させていただきます。

「445万9,000円」でございます。これにつき

ましては、先ほど支出でご説明した配水管等

の耐震化に伴うものと、県道の配水管布設替

え事業費に伴うものとなっております。 

  ２項１目他会計出資金については、一般会

計からの出資金として２億4,658万4,000円を

計上しております。資本的収入が資本的支出

に対して１億4,031万6,000円の不足となりま

すが、当年度分損益勘定留保資金で補填する

こととしております。 

  その他職員給与費明細は、９ページから14

ページに掲載しております。また、財務資料

としてキャッシュフロー計算書、貸借対照表、

損益計算書も併せて掲載しておりますので、

ご確認をお願いします。 

  以上で令和８年度西和賀町水道事業会計予

算の概要説明を終わりますが、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

委員長 建設水道課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。事業会計は、歳
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入歳出とも一括で質疑を許します。質疑あり

ませんか。 

  真嶋実委員。 

２番  予算書の24ページ、説明書で80ページ

になります。水道施設統廃合等整備事業につ

いて、たしか説明書のほうですか、事業概要

のほうでは施設統廃合及び施設改良を実施と

いう形で示されておりまして、事業費内訳の

ほうに入りますと水道事業変更認可申請書作

成業務委託料という名目になっております。

金額的には2,614万8,000円と、それなりに大

きな金額かと思いますけれども、この全額が

許認可の変更という委託事業のための金額に

なるのか、また併せて言うと許認可によって

発生する事業が全体的にはどのぐらいの規模

のものになるのか、その２点をお知らせくだ

さい。 

委員長 北島建設水道課長代理。 

建設水道課長代理 よろしくお願います。私の

ほうから回答します。前段の部分だけ私のほ

うから回答させていただきます。 

  今年度策定している上水道事業基本計画に

おいて、今後15年間の整備計画を定めること

としております。これは、主に施設の統廃合

事業と、先ほど課長からもありましたが、耐

震化への布設替え事業を進める計画となって

おります。このうち統廃合事業ですが、その

内容については、まだ正式決定しておりませ

んが、いずれ新たに取水施設や浄水施設を整

備する必要があり、これは水道法に定める水

道事業経営の変更事項のため、国土交通大臣

等から変更認可を受けなければ整備を実施で

きないことから、基本計画初年度になります

令和８年度は変更認可の申請を行おうとする

ものです。業務委託内容は、水源予定箇所の

水量調査及び水質試験や施設整備予定地の測

量及び地質調査を行った上で、変更認可に係

る申請書類を作成していただくこととしてお

ります。 

  前段の部分、以上でございます。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 業務委託料の金額の規模に応じ

て、今後のどのような事業規模になるのかと

いうイメージのお話だと思います。それぞれ

概算金額で15年間、様々なことをやる計画と

なっておりますので、その一つ一つについて

ちょっと説明するのはまたというところもご

ざいますので、ただイメージとしましては町

内全域の中で統廃合が必要な施設、特にも中

部水系、これは新町も含めた全体を１つにし

ようとする計画を考えておりますし、さらに

湯川についてもちょっと現在の施設では合わ

ないといったところもありますので、そうい

った部分も含めた形で、各施設を統廃合する

部分、それから配水管もしくは導水管等々も

含めて、全ての物を変えていくことになりま

すので、かなりの規模だというふうなイメー

ジをしていただければいいと思います。今年

度、今取り組んでいる最中でございますので、

水道の基本計画にせよ下水道施設の統廃合計

画にせよ、また経営戦略にも取り組んでおり

ますので、こういった部分、今年度策定終わ

りましたら、議員の皆様にも何らかの機会を

設けて説明をさせていただきたいなというふ

うに考えておるところでございますので、そ

のときまで少しお待ちいただければというふ

うに思います。 

委員長 真嶋実委員。 

２番  ありがとうございました。今後15年間

の全体に関わる変更の基本的な部分の申請だ

ということで、改めて理解させていただきま

した。今後個々の事業が出てきたときは、そ

れなりに変更また申請なりが出てくるのかな

と思いますけれども、そういう中ではかなり

大きなウエートを占める変更申請だというこ

とで理解してよろしいでしょうか。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 水道事業に関しましては、許認
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可が一番最初にあるということがまず基本と

なっています。これは、もう全体のことにな

りますので、それなりの規模での調査等々、

測量等々も含めて全部ということになります

ので、それなりの金額になります。それぞれ

の施設等々のものになりますと、今度は基本

設計と実施設計が入ってきますので、それぞ

れのときにまた予算化をしながらやっていく

ということになります。 

  ただ、あくまで計画でございますので、町

の予算規模や当然事業の予算、もしくは起債

の償還なども含めた上での平準化を求められ

ている状況でございますから、あくまで計画

の中でどのような形にこれからしていくかと

いう形になりますが、許認可については一括

でまず取っておかないと、事業を進められな

いということになります。これをまず令和８

年度につくった上で、申請をしていきたいと

いうふうに考えているところです。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいた

します。 

  これで議案第29号 令和８年度西和賀町水

道事業会計予算についての審査をひとまず終

わりたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  続いて、議案第30号 令和８年度西和賀町

下水道事業会計予算についての審査に進みま

す。建設水道課長から予算の概要説明を求め

ます。 

  建設水道課長。 

建設水道課長 引き続きまして、令和８年度西

和賀町下水道事業会計予算の概要について説

明いたします。 

  予算の対応につきましては、議案上程の際

に申し上げておりますので、ここでは予算明

細書を中心に説明いたします。 

  初めに、予算書23ページを御覧ください。

収益的収入及び支出の支出から説明いたしま

す。１款１項１目管渠費は、下水道管渠の維

持管理に要する経費です。マンホールポンプ

場電気料、通報装置情報利用料金やマンホー

ル等周辺の道路路面修繕費など1,684万8,000

円を計上しております。２目処理場費は、湯

田浄化センターや沢内浄化センター及び北川

舟浄化センターに係る設備の維持管理費等に

要する経費です。光熱水費、各センター施設

維持管理業務委託など8,270万4,000円を計上

しております。なお、修繕費については、湯

田浄化センターの脱臭設備活性炭の交換を予

定しております。その他処理場における緊急

修繕が発生した場合の対応修繕費も合わせて

計上しております。 

  24ページを御覧ください。３目浄化槽費は、

浄化槽の維持管理に要する経費です。維持管

理業務委託、汚泥くみ取りや法定点検手数料

及び修繕費として1,077万9,000円を計上して

おります。なお、法定点検に関しましては、

年間４回実施することが義務づけられており

ます。４目総係費は、他経費以外の下水道事

業全般に関する経費となります。下水道事業

の企業職員２人ほか、会計年度任用職員１人

の給料、手当、法定福利費などです。その他

出納、収納の取扱いに係る金融機関手数料、

各システム使用料や日本下水道協会などへの

負担金として3,174万7,000円を計上しており

ます。昨年度と比較して2,093万7,000円の減

額は、今年度進めている公共下水道統廃合検

討と併せて、経営戦略の見直しによる計画策

定が完了することによるものです。 

  次に、26ページ、５目減価償却費は、建物

等の有形固定資産やソフトウエア等の無形固

定資産の減価償却費に要する経費で２億

7,719万7,000円を計上しております。 

  27ページを御覧ください。２項１目支払利
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息及び企業債取扱諸費は、建設改良事業に充

当した企業債利息など3,515万8,000円を計上

しております。２目消費税及び地方消費税は、

確定申告に伴う消費税額及び地方消費税額と

して447万円を計上しております。 

  ３項１目予備費は150万円を計上しており

ます。 

  次に、収益的収入について説明いたします。

21ページを御覧ください。１款１項営業収益

については、１目下水道使用料4,761万1,000

円、２目農業集落排水施設使用料379万1,000

円、３目戸別浄化槽施設使用料1,345万6,000

円をそれぞれ見込んでおります。また、４目

その他営業収益として排水設備工事指定店申

請手数料など２万4,000円を見込んでおりま

す。 

  ２項営業外収益、２目他会計補助金につい

ては、一般会計補助金として１億 1,964万

8,000円を見込んでおり、３目長期前受金戻

入については国庫補助金等を充当して取得し

た資産の補助金等相当額の当該年度の減価償

却分を収益として計上するものなどとなって

おります。２億295万4,000円を計上しており

ます。 

  また、22ページ、４目消費税及び地方消費

税還付金として114万1,000円を見込んでおり

ます。収益的収入及び支出の収入総額は３億

8,867万5,000円を予定しており、支出総額で

ある４億6,040万3,000円との差額は7,172万

8,000円の費用超過を見込んだ予算となりま

す。このことにつきましては、水道事業会計

と同様に、支出において固定資産の除却等が

生じたことに起因するもので、いずれも現金

支出を伴っていないことから、地方公営企業

法施行令第18条第５項において認められてい

る予算の施行に関する規定に基づく適正な処

理方法でありまして、また現金支出を伴って

おりませんので、事業に必要な資金がショー

トするといったことはございません。 

  次に、資本的収入及び支出についてですが、

30ページを御覧ください。支出について説明

いたします。１款１項１目、管路施設整備費

１億2,204万4,000円、２目処理場施設整備費

1,490万6,000円をそれぞれ計上しております

が、これは公共下水道ストックマネジメント

計画に基づき、令和７年度から順次老朽施設

関連の更新を図ることとしており、令和８年

度においてはマンホール関連の更新工事、処

理場の電気設備改築など、工事実施に伴う設

計、積算及び工事請負費を計上しているほか、

岩手県が実施する主要地方道盛岡横手線泉沢

地区のバイパス化工事に伴う下水道管路の布

設替えを実施することとしております。詳細

につきましては、予算説明書82ページ下段、

83ページ上段に掲載しております。 

  31ページ、３目浄化槽整備費は、７人槽５

基の合併処理浄化槽の設置を計画し、2,246

万4,000円を計上しております。本事業の詳

細につきましても、予算説明書83ページ下段

に掲載しておりますので、併せてご確認をお

願いします。 

  ２項１目企業債償還金として２億9,631万

7,000円を計上しております。 

  ３項１目基金積立金は、浄化槽事業におけ

る下水道事業債に係る県支出の償還基金補助

金を積み立てるもので79万2,000円を計上し

ております。 

  次に、28ページを御覧ください。資本的収

入についてですが、１款１項１目企業債１億

6,080万円と、４項１目国庫補助金6,325万

2,000円を計上しておりますが、資本的支出

で説明した老朽化施設関連の更新に係る一部

財源となっております。 

  ２項１目他会計出資金については、一般会

計からの出資金として２億1,529万4,000円を

計上しております。 

  ３項１目から３目は、各事業の分担金とし

て124万5,000円を計上し、４目工事負担金
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1,300万円は、先ほど支出で説明したとおり、

岩手県施行の県道のバイパス化に伴う下水道

管路の布設替え工事に係る岩手県の補償費で

す。 

  ４項２目県補助金74万2,000円も、先ほど

支出で説明したとおり、下水道事業債償還に

係る県からの基金費補助金となります。 

  29ページ、５款１目基金取崩収入として

150万円を計上しております。資本的収入が

資本的支出に対し690万円の不足となります

が、当年度分損益勘定留保資金で補填するこ

ととしております。 

  その他職員給与明細は、９ページから14ペ

ージに掲載しております。また、財務資料と

してキャッシュフロー計算書、貸借対照表、

損益計算書も併せて掲載しておりますので、

ご確認ください。 

  ここで17ページを御覧ください。令和８年

度末の予定貸借対照表についてですが、下水

道事業会計は、特定環境保全公共下水道事業、

農業集落排水事業及び浄化槽事業の３事業を

運営しており、それぞれをセグメントとして

取り扱っております。セグメントごとの営業

収益等は、３、セグメント情報に関する注記

の（２）表に詳細を記載しておりますので、

併せてご確認をお願いします。 

  以上で令和８年度西和賀町下水道事業会計

予算の概要説明を終わりますが、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

委員長 建設水道課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。事業会計は、歳

入歳出とも一括で質疑を許します。質疑あり

ませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいた

します。 

  これで議案第30号 令和８年度西和賀町下

水道事業会計予算についての審査をひとまず

終わりたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで建設水道課への審査をひとまず終了

し、本日の日程を終了します。 

  次週３月９日は、午前９時30分から健康福

祉課の審査を開始します。 

  本日はこれをもって散会いたします。お疲

れさまでした。 

午後 ３時０７分 散   会 


